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大山町告示第１３５号 

 

平成２１年第９回大山町議会定例会を次のとおり招集する 

 

平成２１年９月４日 

                        大山町長 森田増範 

 

１ 日 時  平成２１年９月８日 午前１０時００分 

２ 場 所  大山町役場議場 

───────────────────────────────  

○開会日に応招した議員 

 竹 口 大 紀         米 本 隆 記  

大 森 正 治         杉 谷 洋 一  

野 口 昌 作         池 田 満 正  

近 藤 大 介         西 尾 寿 博  

 吉 原 美智恵         岩 井 美保子  

諸 遊 壌 司         足 立 敏 雄  

小 原 力 三         岡 田   聰  

椎 木   学         野 口 俊 明   

 荒 松 廣 志         西 山 富三郎   

 鹿 島   功  

───────────────────────────────  

○応招しなかった議員  

         なし   

     ───────────────────────────────  
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第 ９ 回 大 山 町 議 会 定 例 会 会 議 録 

平成２１年９月８日（火曜日）        

                                        

議 事 日 程 

                           平成２１年９月８日 午前１０時００分開会  

１ 開会（開議）宣告  

１ 議事日程の報告  

日程第 1 会議録署名議員の指名について 

日程第 2 会期の決定について  

日程第 3 諸般の報告                      

日程第  4  議案第 108 号  大山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第  5  議案第 109 号 大山町企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律第 10 条第 1 項の規定に基づく準

則を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第  6  議案第 110 号 平成 20 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第  7  議案第 111 号 平成 20 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて         

日程第  8  議案第 112 号 平成 20 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  9  議案第 113 号  平成 20 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 10  議案第 114 号  平成 20 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 11  議案第 115号 平成 20年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 12  議案第 116号 平成 20年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 13  議案第 117 号 平成 20 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 14  議案第 118 号 平成 20 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 15 議案第 119 号  平成 20 年度大山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 16 議案第 120 号  平成 20 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついて 

日程第 17 議案第 121 号 平成 20 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 18  議案第 122 号 平成 20 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 19 議案第 123 号 平成 20 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 20 議案第 124 号 平成 20 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 21 議案第 125 号 平成 20 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 22 議案第 126 号 平成 20 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 23 議案第 127 号 平成 20 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 24 議案第 128 号 平成 20 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 25 議案第 129 号  平成 20 年度大山町水道事業会計決算の認定について 

日程第 26 議案第 130 号  平成 20 年度大山町索道事業会計決算の認定について 

日程第 27 議案第 131 号 平成 21 年度大山町一般会計補正予算（第 3 号） 

日程第 28 議案第 132 号  平成 21 年度大山町土地取得特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 29 議案第 133 号  平成 21 年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 30 議案第 134 号  平成 21 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 31 議案第 135 号 平成 21 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 32 議案第 136 号 平成 21 年度大山町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 33 議案第 137 号 平成 21 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 34 議案第 138 号 平成 21 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 35 議案第 139 号 平成 21 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第 2 号） 

日程第 36 議案第 140 号 平成 21 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 37 議案第 141 号 平成 21 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 38 議案第 142 号 平成 21 年度大山町水道事業会計補正予算（第 2 号） 

日程第 39 議案第 143 号 大山町退休寺・高橋辺地に係る総合整備計画の策定について 
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日程第 40 議案第 144 号 大山町大山辺地に係る総合整備計画の策定について 

日程第 41 行政視察調査の報告について 

 ────────────────・───・─────────────────  

本日の会議に付した事件 

１ 開会（開議）宣告  

１ 議事日程の報告  

日程第 1 会議録署名議員の指名について 

日程第 2 会期の決定について  

日程第 3 諸般の報告                      

日程第  4  議案第 108 号  大山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第  5  議案第 109 号 大山町企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律第 10 条第 1 項の規定に基づく準

則を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第  6  議案第 110 号 平成 20 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第  7  議案第 111 号 平成 20 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて         

日程第  8  議案第 112 号 平成 20 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  9  議案第 113 号  平成 20 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 10  議案第 114 号  平成 20 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 11  議案第 115号 平成 20年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 12  議案第 116号 平成 20年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 13  議案第 117 号 平成 20 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 14  議案第 118 号 平成 20 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 15 議案第 119 号  平成 20 年度大山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 16 議案第 120 号  平成 20 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 17 議案第 121 号 平成 20 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 
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ついて 

日程第 18  議案第 122 号 平成 20 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 19 議案第 123 号 平成 20 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 20 議案第 124 号 平成 20 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 21 議案第 125 号 平成 20 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 22 議案第 126 号 平成 20 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 23 議案第 127 号 平成 20 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 24 議案第 128 号 平成 20 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 25 議案第 129 号  平成 20 年度大山町水道事業会計決算の認定について 

日程第 26 議案第 130 号  平成 20 年度大山町索道事業会計決算の認定について 

日程第 27 議案第 131 号 平成 21 年度大山町一般会計補正予算（第 3 号） 

日程第 28 議案第 132 号  平成 21 年度大山町土地取得特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 29 議案第 133 号  平成 21 年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 30 議案第 134 号  平成 21 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 31 議案第 135 号 平成 21 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 32 議案第 136 号 平成 21 年度大山町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 33 議案第 137 号 平成 21 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 34 議案第 138 号 平成 21 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 35 議案第 139 号 平成 21 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第 2 号） 

日程第 36 議案第 140 号 平成 21 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 37 議案第 141 号 平成 21 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 38 議案第 142 号 平成 21 年度大山町水道事業会計補正予算（第 2 号） 

日程第 39 議案第 143 号 大山町退休寺・高橋辺地に係る総合整備計画の策定について 

日程第 40 議案第 144 号 大山町大山辺地に係る総合整備計画の策定について 

日程第 41 行政視察調査の報告について 
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────────────────・───・─────────────────  

出席議員（１９名） 

１番 竹 口 大 紀     ２番 米 本 隆 記  

３番 大 森 正 治     ４番 杉 谷 洋 一  

５番 野 口 昌 作     ６番 池 田 満 正  

７番 近 藤 大 介     ８番 西 尾 寿 博  

９番 吉 原 美智恵    １０番 岩 井 美保子  

１１番 諸 遊 壌 司    １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三    １４番 岡 田   聰  

１５番 椎 木   学    １６番 野 口 俊 明    

１７番 鹿 島   功    １８番 西 山 富三郎    

１９番 荒 松 廣 志  

────────────────・───・─────────────────  

欠席議員(なし)  

────────────────・───・───────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ……………… 諸 遊 雅 照     書記 …………… 柏  尾  正  樹 

────────────────・───・───────────────── 

説明のため出席した者の職氏名  

町長 …………………森 田 増 範     教育長 ………………山 根   浩

副町長…………………小 西 正 記       総務課長 …………  田 中   豊  

企画情報課長 ……… 野 間 一 成     住民生活課長……… 小 西 広 子 

税務課長 ……………中 田 豊 三     建設課長 ……………押 村 彰 文  

農林水産課長 ………池 本 義 親     水道課長 ……………舩 田 晴 夫  

福祉保健課長  ………戸 野 隆 弘          人権推進課長 ……… 近 藤 照 秋

観光商工課長  ………小  谷  正  寿       大山振興課長 ……… 福 留 弘 明

診療所事務局長………斎  藤   淳            地籍調査課長…………種  田  順  治

教育次長………………狩 野   実          学校教育課長…………林 原 幸 雄 

社会教育課長 ………手 島 千津夫     幼児教育課長 ………高 木 佐奈江 

農業委員会事務局長…高 見 晴  美     中山支所総合窓口課長…山下 一 郎 

大山支所総合窓口課長…麹谷 昭 久     代表監査委員…………松 本 正 博 

 ────────────────・───・───────────────── 

午前１０時００分 開会 

○局長（諸遊雅照君） みなさんおはようございます。ただいまから互礼を行います。

一同起立。礼。着席。 
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────────────────・───・───────────────── 

○議長（荒松廣志君） おはようございます。いよいよ本日より９月定例会が始まりま

す。２２日間の会期をもって開かれます。ご承知のように９月定例会は、決算を中心に

した議会であります。平成２０年度の行政執行のチェックはむろんのこと、大山町発展

のために議員各位の活発なご議論を期待いたします。 

ただいまの出席議員は１９人です。定足数に達しておりますので、平成２１年第９回

大山町議会定例会を開会いたします。これから、本日の会議を開きます。本日の議事日

程は、お手元に配付のとおりであります。     

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（荒松廣志君） 日程第１、会議録署名議員の指名をおこないます。本定例会の

署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、１１番 諸遊壌司君、１２番 足立

敏雄君を指名します。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第２ 会期の決定 

○議長（荒松廣志君） 日程第２、会期の決定についてを議題にします。お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月２９日までの２２日間としたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（荒松廣志君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２９日

までの２２日間に決定いたしました。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第３ 諸般の報告  

○議長（荒松廣志君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、お手元に配布のとおり、例月出納検査の結果報告がありました。検査

資料は事務局にありますので、閲覧してください。 

本日までに受理した陳情は、お手元に配布しました「陳情文書表」のとおり、それぞ

れ所管の常任委員会に付託したので報告します。 

 また､６月定例会において可決された意見書は、６月３０日に関係方面へ提出いたしま

したので報告いたします。 

次に、本定例会に町長から提出された議案は、お手元に配布の提出案件表のとおりで

あります。 

続きまして、さる５月１１日開会の平成２１年第４回大山町議会臨時会で執行された

「大山町議会議長選挙」について、一部報道機関及び政党機関紙で、事実と異なる報道

が行われ、これに関して６月定例会で、議会運営委員長が、町民のみなさんに議会の考
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え方や対処の方針を報告いたしましたが、その後本日に至るまでの経過について、再度

報告の申出がありましたので、これを許します。議会運営委員長 足立敏雄君。 

○議会運営委員長（足立敏雄君） 議会運営委員長という立場から、先ほど議長の方か

らご指名がありましたように、議長選に関わる一部の新聞、それから政党の方からのチ

ラシ等でいろいろと問題が生じました。６月の定例議会で、それまでの経緯、それから

誤解の個所、そういうものは全部出しておりますので、なおかつ、この前の広報にもき

ちんと載せていますので、そこらのことは割愛させていただきますが、こちらの方から

文書できちんと抗議を申し入れ、文書で回答をいただいております。非常に時間が掛か

ったのは、新聞社の方は、最初の回答が口頭という形をとられましたので、あくまでこ

ちらはきちんとした文書で抗議をしているので、文書で回答して欲しいということを再

度申し入れて文書で回答いただきました。そういう経緯がありましたので、少し時間が

掛かりました。それから政党に関しましては、当初はこちらが口頭で申し上げたんです

けれども、文書での抗議にして欲しいということでしたので、正式に文書を作って抗議

文という形で出させていただいてそれに文書で回答をいただきました。 

いろんな議会の流れの中で、まあ議長を選ぶ議会というものはですね、もちろん４年

に１回しか行われませんし、通常のこうやってやる議会とは、多少流れが違う部分もあ

りますので、事務局の方も慣れていませんし、４年に１回ということで、非常ないろい

ろとまあ流れがなんかギクシャクしたような面もあったようには思われます。 

ただそれが、即、最終的この大山町議会が、えー何といいますか、今回当選された第

１期の人たちの意見を封殺したり無視したり、そういうその非常にその排他的な議会だ

という結論には何でなるのかなというのが議会としての意見でございます。で、一番こ

こで申し上げたいのは、そういう誤解は、議会の運営上の誤解は、誤解でしょうがない

わけですけれども、考え方異なるわけですから、誤解はしょうがないとしても、そうい

う誤解に基づいて、そういう大山町議会が非常にそういう排他的な議会だという結論に

達したというのが、僕らの抗議の一番のところでございます。 

ところがこの両方から出てきている回答文書には、そこのところが全然触れられてお

りません。事実がこうだった、ああだった、町民としてはこういうところが知りたいん

じゃないかどうのこうの、そこばっかりです。ですからある意味では、本当にこちらが

尋ねた抗議に対しての回答にはなっておりませんけれども、両方ともこれが最終結論だ

ということで出しておられますので、これ以上の追及はする気はありません。 

ただ、この中でもまた誤解されておりますが、これはもうはっきり申し上げないとど

うしても理解していただけないと思いますので、ここできちんと文書を読み上げ、きち

んとした形で終わらせたいなというふうに思っております。 

これは政党からの回答文書でございます。「最後の方で総括的な見解を述べます」と

いう中の５番目にですね、ちょっと読ませていただきます。「抗議文が大山町議会議長
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名で発せられていますが、議会全体の意思として採択されたものではありません。今回

の論争は、荒松廣志氏を含む一部の議会人と、町委員会とのものであり、大山町議会と

町委員会で行われているものではありません。」とこういうふうに文書になってます。

これは大変な誤解です。議会の運営をきちんと理解しておられない。 

わたしたちは、この問題に関して議会運営委員会で検討しましょうということをきち

んと全協の中で皆さんにお諮りしたはずです。で、議運で検討せということになって、

きっちり議運で検討し、そして全協の中できちんとこういう形で討議したけれどもどう

ですかということをきちんと諮っているはずです。これ一個人の抗議文ではありません。

こういうところがね、誤解してこういう発言されるというのは非常な間違いだと思いま

す。これだけは、きちんとここで言わせていただいて、なお且つ大山町議会は、この文

書の中でも開かれた議会にせと言われておりますが、言われるまでもなく４年前の合併

当初から議会の改革、委員会を作り、いろんな形で議会を開かれたものにしようという

努力をしてきております。そういうことも全然調べもせずに、いきなりあの日の僅か何

時間のところを捉えて、大山町議会はそんな閉鎖的な議会だと。これは本当に情けない

話ですし、大変な誤解だと思っています。ですから、これを声を大にして言って、私の

意見としてのあれを終わりたいと思います。本当にこの前回の４年間でも議会運営の方

には、いろんな形で議員全員が携わってですね、開かれた議会にしようということでや

ってきております。途中でテレビも入り、テレビ放映なんかについても協議し、で、今

回も荒松議長になってから、すぐ議会改革の特別委員会も作っております。そういう形

でどんどんやってきておりますし、議会自ら定数の是正も前回行っております。そら、

日本中見れば、まだいろんなやり方で進んでいるところもあろうかと思いますが、大山

町は大山町なりに今まで議会を改革するために、いろんなことをやってきたつもりでお

ります。そこんところをきっちり理解していただいて、こういう誤解のないように、き

ちんと考えて対処していただきたいなというふうに思います。以上。 

○議長（荒松廣志君） 次に、町長から政務報告並びに報告第１０号 長期継続契約締

結の報告についてから、報告第１２号 平成２０年度決算に基づく大山町資金不足比率

の報告についてまで、計４件の報告の申し出があります。これを許します。町長、森田

増範君。 

○町長 (森田増範君)  皆さんおはようございます。本日より２９日まで、長い間の９

月の定例議会になります。たくさんの議案を上げさせていただいております。ご審議を

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて政務報告に入ります前に、議長のお許しをいただいて去る８月３０日衆議院議員

選挙の結果を踏まえ、わたしの思いの一端を述べさせていただきたいと思います。議長、

よろしいですか。お許しをいただきましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

先の衆議院議員選挙の結果、政権交代が確実となり、現在、新政権への体制の取り組
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みが進んでおります。長年、既定の軸の上にあって実施されてきました諸施策がこれか

らどうなるのか、継続されるのか。また今後、どのような国政が展開され政策転換があ

るのか、その動向を確認しながら緊張感をもって対処し、取り組まなければならないと

考えております。地方自治を預かる首長として、わが町が元気で、安心安全のその町づ

くりを進めるために今後展開させる施策に、適確に対応する町政、これに取り組まなけ

ればならないと考えております。議員の皆様のこれからの格別のご理解ご支援、そして

お知恵を是非とも賜りますように、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

それでは、平成２１年度９月定例議会における政務報告として、６月の定例議会以降

における各種事務事業の取り組み状況について、その主なものをご報告をさせていただ

きます。 

まず、総務課の関係でございます。 

定額給付金の給付状況について、昨年後半からの世界的な金融不安・経済不況の状況

に鑑み、国策として国から提案された全国民に対する「定額給付金」の給付に、本町も

緊急な取り組みをしてまいりました。現時点の給付状況は、対象世帯数５，９２８に対

し、５，８８１世帯への手続きを完了したところであります。残りが４７世帯ございま

す。なお、給付済み額は２億９，３４３万６，０００円であります。 

次に、第４５回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行についてでご

ざいます。去る８月３０日、第４５回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

を執行いたしました。 

 今回の選挙におきましては、有権者の関心も高く、８月１９日から２９日まで行いま

した期日前投票では、予想以上の投票者があり、１１日間で有権者の約２割に相当する

投票がありました。選挙当日の投票を含め、投票率は小選挙区選挙で７８．０５％であ

りました。選挙結果については、ご承知のとおりでございます。 

次に西部広域消防圏連合演習についてでございます。去る８月２３日（日曜日）、本

町旧奈和・梶原地内を会場として「西部広域消防圏連合演習が計画され実施に入りまし

た。その演習の最中に「中山地区」で本番の火災が発生し、主催者である「西部消防協

会」の判断により、残念ながら中止となりました。 

 しかし、主催者の判断により、江府町、日野町及び南部町から駆けつけていた消防ポ

ンプ車が火災現場に駆けつけていただき、消火へのご協力をいただいたところであり、

有事の実践となったところでございます。 

４つめになります。地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の執行についてでござ

います。６月議会で議決をいただきました地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の

うち「役場公用車更新事業」について、予算額１，２９５万２，０００円のところ、５

回に分けての指名競争入札により１０台分合わせて９６１万６，９５０円で落札となり、
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うち９台が納車済みであります。 

また、職員用パソコン購入については、８０台分、予算額１，１７６万円を３件に分

割して指名競争入札を行い、合わせて７６４万４，０００円で落札し、すでに納入済み

でございます。 

次に、企画情報課関係でございます。 

第７回目になります。２００９甲川渓流まつりの開催について、中山まちづくり実行

委員会主催で、８月２日日曜日、町内外から親子連れなど２２３人の参加を得て開催い

たしました。今年は梅雨明けが遅れ、あいにくの天気となりましたが、参加者は魚のつ

かみ取り・バーベキュー・流しソーメン・竹細工などに挑戦。日本百名谷のひとつであ

ります自然豊かな「甲川渓谷」を多くの参加者の皆さんに堪能していただいた一日とな

りました。 

次、人権推進課関係でございます。 

一つ目に、人権・同和教育推進者養成講座の開催について、各種企業・団体等におけ

る人権・同和問題学習を推進するためのリーダーを養成し、活動の活性化を図ることを

目的として、企業等を対象として２回、ＰＴＡ等を対象として２回、合わせて４回を７

月・８月に開催をいたしました。受講者数は８０人で、「参加型学習」を通して熱心に

受講していただきました。講座を終了されました皆様には、この講座を契機として人権・

同和教育推進のリーダーとしての活躍を期待するものでございます。 

二つ目に、みんなの人権セミナーの開催について、同和問題をはじめ、あらゆる人権

問題の正しい理解と認識を深め、自分とのかかわりを考える機会とするとともに、人権・

同和問題学習の推進と実践活動に向けた資質の育成向上を図ることを目的として、町民

及び町内事業所勤務者等を対象に開催をしております。８月末までに、全日程７回の内、

２回終了し、参加者数は１２０人となっております。 

３つ目に、大山町住宅新築資金等貸付金の貸金訴訟の顛末についてでございます。平

成２０年２月２６日開催の本町臨時議会の議決を得て、訴訟に望みました大山町住宅新

築資金等貸付金の貸金訴訟の顛末につきましてご報告をいたします。 

翌３月に滞納金３１６万３，９７７円の貸金の返還請求事件として鳥取地裁米子支部

に訴えを起こし、同年７月１日には全面勝訴の判決があり、判決確定後、同年９月に裁

判所に不動産の強制競売の申し立てを行いました。平成２１年２月に裁判所から強制競

売として不動産（土地・建物）を売却するとの通知があり、同年５月に入札が行われ、

金２２３万５，００５円で落札のうえ売却されました。 

その後、７月に裁判所から売却代金の分配通知があり金１９６万３，２２５円が住宅

新築資金等貸付金に、残りの金額２７万１，７８０円については、税の滞納金に配当さ

れたところでございます。 

なお、分配金を充当しても残ります本貸付金の滞納金１２０万７５２円につきまして
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は、８月に連帯保証人の相続人から分納計画書を提出していただき９月から毎月定額を

返済していただくことと致しております。 

次に、住民生活課関係でございます。 

工事関係につきまして、旧大山町環境美化センター解体撤去工事を４，２００万円で

株式会社オーク建設が請負、完了をいたしました。 

次に、福祉保健課関係でございます。 

一つ目に、休日がん検診の実施についてであります。本年度、初めての試みとして、

肺がん・胃がん・大腸がん検診の休日がん検診を８月２日日曜日に保健福祉センターな

わで実施をいたしました。これは、休日に検診を実施することで、受診機会の拡大によ

る受診率の向上と新規受診者の掘り起こしをねらったものでございます。当日の各検診

の受診者は、肺がん５９人、胃がん３９人、大腸がん４８人でした。「仕事をしている

と平日は受けられないのでこのような機会があるとよい」という方や、仕事が休みの家

族に送迎してもらって受診される高齢者の方もございました。今年度の各種検診は、検

診の種類にもよりますが、個別検診を含めると２月末まで実施を予定しております。年

１回の検診を受け損なわれる事がないよう、広報等によって継続して周知をしてまいり

たいと思います。 

２番目に、食生活改善推進員養成講座の開催についてでございます。この講座は、健

全な食生活を営むための基礎知識を学び、自分や家族の健康はもとより、地域の食生活

改善及び健康づくりを推進する方を養成することを目的として開催をしております。 

本年度は１５名の受講者があり、適切な食習慣や生活習慣などに関する講義と、バラ

ンス食や郷土料理などの調理実習を交え、６月から月１回開催をしています。全７回の

課程のうち、現在までに３回が終わったところでございます。１２月にはこの１５名が

講座を修了し、食生活改善推進員として地域の健康づくりを推進していただく予定でご

ざいます。 

次に、農林水産課関係であります。 

１つ目に、耕作放棄地対策事業についてであります。平成２０年度より取り組んでお

ります「耕作放棄地再生利用推進事業」の状況は、平成２１年度では、「耕作放棄地再

生利用緊急対策事業」を活用して、取り組みを進めておりますが、第１次募集を７月末

で締め切り、申し込み状況は、水田で１．８ヘクタール１３件、畑で１９．１ヘクター

ル１００件ございました。申し込みのあった農地につきましては、採択要件との照合及

び現地調査を行い、昨年１２月に設立いたしました大山町地域耕作放棄地対策協議会で

審査、協議を行い、採択要件を満たし、提出書類の整った農地から順次再生作業に着手

する計画でございます。 

２つ目に、地域活性化・公共投資臨時交付金事業についてでございます。 

農道路肩整備工事測量設計業務委託を２４１万５，０００円でダイニチ技研株式会社
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が請負、施工中であります。 

次に建設課関係であります。 

道路改良事業について、町道上坪名和神社線改良工事３工区を７１４万円で有限会社

モロユ水道が、町道上坪名和神社線改良工事４工区を２，２５７万５，０００円で有限

会社浅田建設、町道御来屋東向坂線維持修繕工事を１２６万円で有限会社やまねが、そ

して町道住吉塩津線改良工事を７４５万５，０００円で有限会社ミヤサトが請負、施工

中であります 

また、町道上坪東小竹線の「測量、設計、調査」業務委託を３５７万円で鵬技術コン

サルタント株式会社米子支社が、町道赤坂線の「測量、設計」業務委託を８７万１，５

００円でサンイン技術コンサルタント株式会社が、町道上坪西坪線の「測量、設計」業

務委託を２７３万円でダイニチ技研株式会社が、町道旧奈和北線の「測量、設計」業務

委託を８５万円で鵬技術コンサルタント株式会社米子支社が、中山インター線の「交差

点詳細設計」業務委託を２３１万円でダイニチ技研株式会社が業務遂行中であります。 

次に、観光商工課関係でございます。 

一つ目に、大山高原クロスカントリー大会についてでございます。今年４回目となる

クロスカントリー大会を７月２６日日曜日、全長２㎞の豪円山スキー場内特設コースを

会場に開催いたしました。今回は、東は愛知県、西は沖縄県からの参加もあり、昨年を

上回る総勢６８０名の参加申込みをいただきました。あいにくの雨の中の大会となりま

したが、盛会のうちに終えることができました。 

二つ目に、所子工業団地造成事業についてでございます。高田工業団地の完売に伴い、

企業ニーズに即応可能な良質な工業用地の提供を目的として昨年から事業を実施してお

ります所子工業団地、通称大山インターチェンジ工業団地は、約１ヘクタール、これの

３区画の造成工事を６月末に完了し、８月には造成後の用地の確定測量を終えて、現在、

区画ごとの分筆、合筆等の準備を進めているところでございます。 

また、工業団地から県道までのアクセス道路につきましては、団地周辺区間について

は上下水管の埋設と下層路盤までの工事を終えておりますが、団地の南端から県道まで

の区間については、秋の収穫を待って工事着手することとしており、今年度中には全て

の整備を終える予定としております。 

 なお、これに伴い秋から工事着手します道路内への上下水管の埋設工事費等を土地取

得特別会計に補正計上いたしております。 

次に、大山振興課関係でございます。 

農産物処理加工施設の建築について、８月１１日に公募型プロポーザル協議により工

事請負契約締結をいたしました大山町農産物処理加工施設の建築につきましては、現在

加工品目の絞り込みをはじめ、操業当初の形態を請負者と検討しており、近く詳細な施

設設備の設計に入ろうとしているところでございます。設計にあたりましては、採算性
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確保はもとより衛生管理などにも配慮した他に誇れる加工施設となりますよう努めてま

いります。 

次に、地籍調査課関係でございます。 

大山町中山、大山地区地籍調査事業につきまして、中山地区では、松河原、下市、岡、

上市、住吉の各一部の本閲覧を８月４日から８月２４日まで行いました。現在、上市、

住吉、塩津の各一部の現地調査中でございます。大山地区では、中高、野田、神原、平

木の各一部の現地調査中であります。 

次に、診療所事務局関係でございます。 

工事関係につきまして、旧大山口診療所建物解体及び駐車場整備工事は、株式会社所

子建設が６６１万５，０００円で請負、施工中であります。 

大山支所総合窓口課関係でございます。 

一つ目に、業務委託につきまして旧大山町庁舎解体工事設計業務を１２０万７，５０

０円で、近岡建築設計事務所に委託しておりましたが完了をいたしました。 

工事関係につきましては、旧大山町庁舎解体工事を３，９３７万５，０００円で株式

会社大山緑化建設が、工期を２１年１０月３０日とし請負、施工中でございます。 

また、仁王堂公園遊具修繕工事を１３８万６，０００円で有限会社ヤマダが、工期を

２１年９月３０日とし請負、施工中であります。 

学校教育課関係でございます。 

一つ目に、工事関係としまして、大山西小学校耐震補強及び大規模改修工事を、３億

８３８万５，０００円で株式会社平田組が請負、施工中でございます。校舎部分につき

ましてはほぼ完了し、９月１日に２学期の始業式を行い、平常どおり授業を行っていま

す。なお、増築する多目的教室は、９月中旬の完成を予定をしております。 

また、大山小学校赤松分校集会室環境改善工事を５３５万５，０００円で有限会社大

工屋が請負、８月２４日に完成しました。 

中山中学校給食調理場空調設置工事を１，７４３万円で大和設備株式会社が請負、８

月２１日に完成をいたしました。 

次に、大山中学校グラウンド整備工事、これを１，６５８万８，０００円で株式会社

平井組が請負、９月１日に完成をいたしました。 

二つ目に、備品納入関係でございます 

遠距離通学用バスを８０８万５，０００円で鳥取西部農協から購入し、２学期から大

山地区で運行しています。 

幼児教育課関係につきまして、保育所における新型インフルエンザ対策についてでご

ざいます。新型インフルエンザの感染が県内の学校等でも相次ぎ、いつ町内の保育所で

感染者が発生してもおかしくない状況になっております。各保育所においては、「かか

らない、うつさない、広げない」ための体制をとるため、感染予防の徹底や感染者が発
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生した場合の保育所の対応等について基本的な考え方をまとめております。それをもと

に、９月４日までに保育所保護者を対象に各保育所において説明会を開催し、ご理解と

ご協力を依頼をいたしたところでございます。 

次に、社会教育課関係でございます。 

一つ目に、総合文化祭につきまして、６月１１日、７月１６日と総合文化祭実行委員

会を開催し、第２回総合文化祭を１０月２４日、２５日に名和農業者トレーニングセン

ターを会場に開催することを決定をいたしました。今年も、展示、ステージ発表、物販

の専門部会を設置して検討いただいており、現在、それぞれの部門が募集中でございま

す。 

二つ目に、大山町・嘉手納町人材育成交流事業についてでございます。今年で２２年

目を迎えた『大山町・沖縄県嘉手納町人材育成交流事業』を、８月４日から７日までの

４日間、町内の全小学校から１６人の参加を得て行いました。参加した児童は沖縄の歴

史や文化、民泊家庭、児童との交流を通じて郷土や友情の大切さについて学び、多くの

成果をあげることができました。来年１月には嘉手納町からの訪問団を迎え、スキー交

流等を通じて、両町のさらなる発展に寄与したいと考えております。 

三つ目に、子ども会リーダー講習会についてでございます。８月２２日、２３日の１

泊２日、大山青年の家で小学校４年生から６年生を対象に、野外体験活動等をとおして

子ども会リーダーとしての資質を向上させるため、子ども会リーダー講習会を行いまし

た。町内各小学校から４４人が参加し、ネイチャーゲーム、アイスクリーム作り、赤松

の池でのカヌーなど、自然の中でさまざまな活動にチャレンジをしてきました。 

最後に徴収金関係でございます。 

未収金の縮減に向けて、未収金対策会議において各課が一丸となり、連携を深めなが

ら、２１年度は各課の未収金対策マニュアルに沿って、電話催告、臨戸訪問等のほか、

法的処分による徴収に取り組んでおります。今年度これまで実施しました法的処分の主

なものは、税金の差押え１０件です。なお、各課の徴収実績は、別添の一覧表のとおり

でございます。また、６月以降の各課の取り組みにつきましては、次のとおりでござい

ます。 

税務課滞納対策室につきましては、各税の現年度分徴収につきましては、督促状送付

後、納付がない場合には、税務課が２班編成で電話催告、臨戸徴収を実施し、あらたな

未納者が増えないよう取り組んでいます。 

滞納繰越分につきましては、滞納対策室を中心に、法的処分を含め徴収に当っており

ます。滞納整理として、不動産や各種債権等の動産の差押を継続し、担税能力のないと

判断される納税者の方には、執行停止措置も実施をしております。 

二つ目に建設課です。 

 町営住宅家賃の徴収につきましては、電話での督促、臨戸訪問し面談を繰り返しなが
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ら取り組んでおりますが、分納確約書を提出していただいても約束どおりに入金してい

ただいていない状況でもございます。今後は、約束どおりに納付されない方には連帯保

証人に対しても催告書を送り納付指導を行ないます。また、確約書を提出されていない

方には提出していただき、新たな未納者が増えないように努めます。 

三つ目に幼児教育課でございます。 

保育料の徴収につきましては、徴収マニュアルを作成し、それに沿って行っておりま

す。督促状の送付、電話催告、臨戸訪問等、保育所とも連携をとりながら行っていると

ころでございます。 

四つ目に水道課、水道料金等の徴収については、電話での督促、臨戸訪問し面談を繰

り返しながら徴収に取り組んでおります。今後も収納率が向上するよう取り組んでまい

ります。 

五つ目に人権推進課、住宅新築資金等貸付金の徴収につきましては、文書での催促、

電話での督促、臨戸訪問を行い徴収に取り組んでまいりました。借受人が自己破産・生

活保護者・生活困窮者等につきましては、借受人並びに連帯保証人お２人を来庁させ、

今後の償還について、確約を結び毎月償還していただいているところであります。来庁

要請件数が７件、ただし、２件については現在協議中でございます。併せて、県に償還

推進助成補助金の協議を行いました。 

六つ目に、学校教育課であります。 

給食費の滞納分の徴収につきましては、税務課滞納対策室と連携をとりながら、計画

的に訪問徴収を行っているところでございます。 

以上で長くなりましたが、政務報告を終わります。 

続きまして、報告第１０号 長期継続契約締結の報告についてでございます。 

本案は、大山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第４条の規定

に基づき、リース契約等を締結いたしましたので、議会にご報告するものでございます。 

契約の名称、契約の内容、契約の相手側、契約期間、契約金額につきましては、お手元

に配布をさせていただいております「長期継続契約締結報告書」のとおりでございます。

以上で、報告第１０号の説明を終わらせていただきます。 

次に、報告第１１号 平成２０年度決算に基づく大山町健全化判断比率の報告につい

てでございます。 

本案は、平成１９年６月に公布されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」第３条の規定により、平成２０年度決算に基づく大山町健全化判断比率を、議会に

報告するものであります。 

健全化判断比率の指数は、１、実質赤字比率、これは普通会計の実質赤字が標準財政

規模に占める割合であります。２、連結実質赤字比率、これは全会計の実質赤字が標準

財政規模に占める割合でございます。３、実質公債費比率、これは一般会計等が負担す
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る公債費が標準財政規模に占める割合でございます。４、将来負担比率、これは一般会

計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合でございます。この４つの指標

で判断するものでございます。本町の指数はお手元に配布しております別紙のとおりで

ございます。以上で、報告第１１号の説明を終わります。 

次に、報告第１２号 平成２０年度決算に基づく大山町資金不足比率の報告について

でございます。 

本案は、平成１９年６月に公布されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」第２２条の規定により、平成２０年度決算に基づく大山町資金不足比率を、議会に

ご報告するものでございます。資金不足比率は公営企業会計が対象で、資金不足額が事

業規模に占める割合を示すものでございます。本町では、赤字決算の公営企業会計はご

ざいませんので、別紙のとおりとなっております。以上で、報告第１２号の説明を終わ

ります。以上で終わります。 

○議長（荒松廣志君） これで諸般の報告を終わります。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第４ 議案第１０８号 

○議長（荒松廣志君） 日程第４、議案第１０８号 大山町国民健康保険条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、森田増

範君。 

○町長（森田増範君） 上程いただきました議案第１０８号 大山町国民健康保険条例

の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

本案は、国におきまして緊急的な対応として、出産に係る被保険者等の経済的負担を

軽減し、安心して出産できるようにするため、健康保険法施行令等の一部が改正され、

平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの出産についての暫定措置として、

４万円の引き上げがおこなわれることに伴い、本条例の一部の改正をおこなうものでご

ざいます。 

条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご審議いただきますようどうぞよろしく

お願い申し上げします。これで、議案第１０８号の提案理由の説明を終わります。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第５ 議案第１０９号 

○議長（荒松廣志君） 日程第５、議案第１０９号 大山町企業立地の促進等による地

域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則

を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求

めます。町長、森田増範君。 

○町長（森田増範君） 上程いただきました議案第１０９号 大山町企業立地の促進等

による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基
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づく準則を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

通称「緑地率条例」と呼ばれる本条例は、企業立地促進法に基づき、県と県下市町村

とが共同で策定いたしました「鳥取県地域産業活性化基本計画」において重点促進区域

に指定された本町内の区域について、工場立地法に規定する緑地面積及び環境施設面積

の割合を緩和するために制定したものでありますが、本年３月の計画変更において、本

町内の重点促進区域を当初の３団地から、町内で操業する全ての誘致企業及びこれに準

ずる企業用地と今後の企業進出や工業用地への活用が見込まれる区域を追加指定するこ

との国の同意を得たため、追加された７地区を新たに本条例に追加しようとするもので

あります。 

これにより、追加指定された区域においては、緑地面積を含む環境施設面積の割合が

従来の２５％から１５％に緩和されることとなり、既存企業用地の有効活用や今後の企

業誘致を有利に展開できる等の効果が期待できるものと考えております。これで、議案

第１０９号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（荒松廣志君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分としたいと

思います。 

午前１０時５７分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（荒松廣志君） 静粛に。再開いたします。これから１時再開まで暫時休憩をい

たします。議員の方は控え室の方にお集まりください。１時です、再開は。 

午前１１時１５分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

午後１時 再開 

○議長（荒松廣志君） 午前中に引き続き再開いたします。ここで執行部から発言の申

し出があります。これを許します。総務課長、田中 豊君。 

○総務課長（田中 豊君） 執行部を代表いたしまして、午前中執行部の事務上の不手

際により議会が中断しましたこと、町民、テレビをご覧いただいております町民の皆さ

ん、また議員各位に対し、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第６ 議案第１１０号～日程第２６ 議案第 1３０号 

○議長（荒松廣志君） 日程第６、議案第１１０号 平成２０年度大山町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから、日程第２６、議案第１３０号 平成２０年度大山町索道

事業会計決算の認定についてまで、計２１件を一括議題にします。提案理由の説明を求

めます。町長、森田増範君。 
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○町長（森田増範君） 先ほど上程いただきました議案第１１０号 平成２０年度大山

町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明を申し上げたいと思います。 

本案は、平成２０年度大山町一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、監査委員の意見を付して提案いたしております。認定の方どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 決算の概要につきましては、決算書１５４ページの「実質収支に関する調書」に記載

をしておりますが、歳入総額１０５億７３４万１，５４３円に対して、歳出総額１０１

億３２９万６，４３１円で、歳入歳出差引額４億４０４万５，１１２円となっておりま

す。 

このうち、翌年度へ繰越すべき財源（繰越明許費繰越額）１億２，９７０万８，００

０円を控除いたしますと、本会計の実質収支額は、２億７，４３３万７，１１２円であ

ります。 

 それでは、決算の概要について、歳入からご説明を申し上げます。 

平成２０年度大山町一般会計歳入決算額は、予算現額１１１億２，３７１万３，００

０円に対し、調定額１０６億２，８１８万９，６３３円、収入済額１０５億７３４万１，

５４３円で、町税ほか８９４万１，８０１円を不納欠損しておりますので、収入未済額

は、１億１，１９０万６，２８９円となり、予算額に対して９４．５％、調定額に対し

て９８．９％の収入状況となっております。 

収入未済額の内訳は、第５款町税で、第５項町民税２，５１９万３，６１６円、第１

０項固定資産税７，６８１万６，７０９円、第１５項軽自動車税２６６万３，０１０円、

第４５款分担金及び負担金で、第５項分担金の農林水産業費分担金９万７，４２９円、

第１０項負担金の民生費負担金５５万２，３４０円、これは老人施設入所措置負担金及

び保育料であります。 

第５０款使用料及び手数料では、第５項使用料の衛生費使用料５万１，９２８円、土

木費使用料５８１万５，１３４円、これは住宅使用料であります。 

第８５款では、第２５項諸収入の雑入で、旧大山地区の給食費７１万６，１２３円の

未収となっております。 

未収金対策につきましては、引き続き副町長をトップとするプロジェクトチームを構

成し、税については、県との税務職員相互併任制度の導入による徴収体制の強化、また

法的措置による不動産・動産の差押さえや、２０年度新規にインターネット公売への取

組み、高額滞納者を呼び出しての納税相談・分割納付計画の承諾など、昨年以上に強行

に進めてきておるところでございますので、議員各位、また町民の皆様にもご理解をお

願いする次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

次に、歳入の大きなウエイトを占める明細書１０ページ、第３５款地方交付税でござ

いますが、決算額は５０億６，７６７万２，０００円で、前年度比、額にして約２億５，
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１７０万円の増、率にして５．２％の増でありました。 

特に普通交付税は、１９年度に比べて約３億２，８００万円の増となっており、その

大きな理由としては、１９年度の「頑張る地方応援プログラム」対策に続き、都市と地

方の格差是正対策としての「地方再生対策費」が盛り込まれたことによるものと分析を

しております。逆に特別交付税につきましては、市町村合併によるルール分の措置が大

幅に減じたことにより約７,６００万円の減となっております。 

次に、歳出の概要について、ご説明申し上げたいと思います。 

総括表で６ページになりますけれど、平成２０年度の一般会計歳出決算額は、予算現

額１１１億２，３７１万３，０００円に対しまして、支出済額１０１億３２９万６，４

３１円で、予算現額に対します執行率は、９０．８％であります。また、翌年度に繰り

越す額７億５，７１９万円を控除した不用額は２億６，３２２万６，５６９円でありま

す。 

本年度におきまして繰越額が多く出ましたのは、世界的な金融不安・経済不況を打破

するため、今年度後半に国の大型の補正予算が追加されたことに伴って本町の取り組み

も次年度に繰り越して取り組むこととなったためでございます。 

次に、歳出決算の内訳を性質別に見ますと、普通会計ベースでありますが、平成２０

年度決算審査資料の１０ページにありますように、人件費決算額１７億４，５２３万円、

対前年比６．５％の減、普通建設事業費が１２億５，００４万５，０００円で、対前年

比１８．６％の減、逆に公債費は、情報通信基盤整備事業の元金償還の発生等により、

決算額１８億６，５０９万７，０００円、対前年比１２．１％の増となっております。 

普通建設事業の主なものは、町道山村文珠領線、上坪名和神社線ほか道路整備臨時交

付金事業２億３４６万８，０００円、観光交流拠点整備事業１億４，１６２万９，００

０円、県営畑地帯総合整備事業負担金１億５４８万８，０００円、御来屋漁港整備事業

１億１，１５８万７，０００円、御崎漁港整備事業１億８７万８，０００円、名和中学

校耐震補強及び大規模改修事業９，０８３万１，０００円、大山中学校耐震補強事業            

３，９７５万７，０００円、所子地区土地開発事業７，４５０万４，０００円などでご

ざいます。 

 平成２０年度における大山町の財政指標を決算統計に基づき申し上げます。決算審査

資料１４ページに記載してございますが、普通会計ベースで、経常収支比率８９．５％、

起債制限比率１３．２％、実質公債費比率１７．５％となっております。 

以上、平成２０年度大山町一般会計の歳入歳出決算の概要についてご説明を申し上げ

ましたが、詳細につきましては、お手元に配付させていただいております平成２０年度

決算審査資料をご覧いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

これで、議案第１１０号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１１１号 平成２０年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついて提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、平成２０年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算が確定したことにともな

い、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものでございます。 

本会計の歳入歳出決算額は、歳入１億８０３万２，１４０円、歳出７，４９２万３，

８８５円で、歳入歳出差引残額は３，３１０万８，２５５円で、翌年度へ繰り越すべき

財源３，３１０万円を控除いたしますと実質収支額は８，２５５円であります。 

 高田工業団地が完売となりましたため、平成２０年度におきましては、企業からの新

たな需要に対応するため、所子地区に工業団地を造成することとし、具体的に用地の買

収、造成関係工事を進めたところでございます。 

 それでは歳入について、ご説明を申し上げます。 

第５款財産収入の利子及び配当金４２万３９５円は、土地開発基金から生じた利子で

ございます。 

第１０款繰入金の１億７６１万円は土地開発基金からの繰入金でございます。 

第１５款繰越金の１，６７８円は、平成１９年度からの繰越金であります。 

第２０款諸収入の６７円は、預金利子であります。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

第５款事業費、第５項土地開発事業費の１，１２４万２，０００円は、測量委託料、

水道認可区域変更設計委託料及び上水道・下水道管の敷設工事費でございます。 

第１０款諸支出金第５項公有財産取得費の６，３６８万１，８８５円は、公共用地取

得費６，３２６万１，４９０円と、土地開発基金への繰出金４２万３９５円であります。 

なお、取得面積は、３万２，２７６．２７平方メートルでございます。 

 なお、土地開発基金の現金残高は、平成２０年度末現在１億５，８８７万３,０９５円

となっております。 

以上で、議案第１１１号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１１２号 平成２０年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてご説明を申し上げます。 

決算額は、歳入総額が３，３０４万２，３９２円で、歳出総額は、３，２４６万７，

４１３円で、歳入歳出差引額は５７万４，９７９円であります。 

はじめに、歳入の主なものについて、ご説明いたします。 

第５款県支出金２９４万２，０００円は、県からの貸付事業に係る補助金でございま

す。 

第１０款繰入金４９９万５，０００円は、一般会計からの繰入金であります。 

第２０款諸収入の主なものは，貸付金元利収入で、２，５０９万９，８５９円で、収

入未済額は、３億６５９万４，９１３円となっております。 

次に、歳出の主なものについてご説明をいたします。 
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第５款総務費１２８万１，５８０円は、貸付償還に係る訴訟事務費などであります。 

第１０款公債費３，１１８万５，８３３円は、元金及び利子の償還金であります。こ

れで、議案第１１２号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして、議案第１１３号 平成２０年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決

算の認定についてご説明いたします。 

 歳入の決算総額２，１７３万６，２９５円に対し、歳出総額は、１，１３８万１，３

０９円で差引残額１，０３５万４，９８６円を平成２１年度大山町開拓専用水道特別会

計に繰越しております。 

 歳入についてご説明を申し上げます。 

第５款管理収入１，１７５万８，７６８円は、計量給水料金であります。 

第１０款使用料及び手数料第１５款寄付金はありません。 

第２０款繰越金９８２万９，３０８円は、前年度繰越金であります。 

第２５款諸収入１４万８，２１９円は、預金利子、開拓水道施設管理負担金等でござ

います。 

 次に、歳出についてご説明いたします。 

第５款総務費１，１３８万１，３０９円は、水道施設の維持管理、神田地区水道管更

新等に要した経費であります。 

第９０款予備費からの支出はありません。以上で議案第１１３号の説明を終わります。 

続きまして議案第１１４号 平成２０年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算

の認定についてご説明を申し上げます。 

本案は、平成２０年度の歳入歳出が確定したことに伴い地方自治法第２３３条第３項

の規定により議会の認定を求めるものでございます。 

１９年度から指定管理制度を導入し、御来屋賑港株式会社へ管理を委託しております。 

２０年度の利用者数は９，６７３人で前年の１万１，８８８人に対して１８．６％の減

になりました。 

収入では、繰入金１，１５２万円。これは一般会計からの繰入金で前年度に比べ額で

３３１万円、率で２２．３％の減少になりました。 

次に歳出では、総務費１，１５２万円。主な支出済額は、施設管理費で、うち指定管

理委託料は９７９万円、施設修繕費は８１万円、備品購入費は６５万円でございました。 

以上で、議案第１１４号の説明を終わります。 

続きまして、議案第１１５号 平成２０年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅

整備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明を申し上げます。 

 本会計は、高齢者や障害者の住宅を整備する資金の貸付事業の特別会計で、既に事業

は終了し、起債の償還も終了しておりますが、貸付金の未償還金を徴収するための特別
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会計であります。 

決算額は、歳入合計が９万９，６７４円、歳出合計が９万９，０００円で、６７４円

の差し引き残額となっております。 

歳入の主なものは、貸付金元利収入９万９，０００円であり、歳出９万９，０００円

は、一般会計繰出金であります。これで、議案第１１５号の提案理由の説明を終わりま

す。 

続きまして、議案第１１６号 平成２０年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について説明を申し上げます。 

 歳入・歳出の決算総額は、それぞれ６３４万８，０２４円であります。 

歳入についてご説明いたします。 

第１０款使用料及び手数料の２５７万９，００７円は、水道使用料であります。 

第２０款繰入金３７６万８，７８２円は、一般会計繰入金であります。 

第２５款繰越金はありません。 

第３０款諸収入２３５円は、預金利子であります。 

次に、歳出についてご説明いたします。 

第５款総務費３３３万９，１１２円は、施設の維持管理に要した経費であります。 

第１５款公債費３００万８，９１２円は、借入金の元利償還金であります。 

第２０款予備費からの支出はありません。以上で議案第１１６号の説明を終わります。 

続きまして、議案第１１７号 平成２０年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について」のご説明を申し上げます。 

 本会計におきまして、歳入の総額２３億３，３０７万９，０２９円、歳出の総額２１

億７，６１９万３，６２６円となり、歳入歳出差引残額１億５，６８８万５，４０３円

を翌年度に繰越すものでございます。 

 歳入から款をおって主なものを説明いたします。 

 第５款国民健康保険税の収入済額は４億５，２４３万７，８００円で、収納率は現年

度分が９３．０３％、過年度分が１９．３２％であります。３９１万８，２９９円を不

納欠損しており、収入未済額は１億４，８２９万２，２６０円であります。 

 第１０款使用料及び手数料１３万８，０８０円は、督促手数料であります。 

 第１５款国庫支出金５億８，０７４万４，１３７円の内訳は、療養給付費等負担金、

高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金、及び財政調整交付金であります。 

 第２０款前期高齢者交付金５億７，２６８万３３１円は、保険者間の前期高齢者の偏

在による不均衡を調整するための財政調整交付金であります。 

第２５款療養給付費等交付金１億１，６７６万５，０００円は、退職被保険者の医療

費に係る交付金であります。 

第３０款県支出金９，２１８万２，４２５円の主なものは、高額医療費共同事業県負
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担金、および財政調整交付金であります。 

第３５款共同事業交付金２億６，６４０万９８２円は、８０万円以上のレセプトに係

る高額医療費共同事業交付金、及び３０万円以上のレセプトに係わる保険財政共同安定

化事業交付金であります。 

第４０款財産収入６４万９，６２０円は、積立金利子であります。  

第５０款繰入金１億３，３６０万９，８７５円は、一般会計繰入金で、保険税軽減分、

職員給与費等繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金であります。 

第５５款繰越金１億１，３１５万５，０４７円は、前年度の決算による繰越金であり

ます。 

第６０款諸収入４３１万５，７３２円の内訳は、延滞金、預金利子、交通事故による

第三者行為の納付金および返納金であります。 

 次に歳出について説明いたします。 

第５款総務費４，１４０万２，５３８円は、職員給与費、電算共同処理に係る委託料、

国保連合会負担金が主なものであります。 

 第１０款保険給付費１４億１，９９３万５４１円は、各種医療費及びその審査支払手

数料、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費に支出しております。 

なお、保険給付費は一般分で年間１人当り２４万１，０００円、退職者分で３１万３，

０００円となっております。 

 第１５款後期高齢者支援金等２億３，０４７万７，６２６円は、新設となった後期高

齢者医療制度への負担金であります。 

 第２０款前期高齢者納付金等３１万３３９円は、保険者間の前期高齢者の偏在による

不均衡を調整するための負担金であります。 

 第２５款老人保健拠出金４，５９０万８，０８６円は、国保老人分の社会保険支払い

基金への負担金であります。 

 第３０款介護納付金１億９２１万５，５５３円は、介護給付費に係る社会保険支払基

金への負担金であります。 

 第３５款共同事業拠出金２億９，１８１万４，９１３円は、高額医療費共同事業及び

保険財政共同安定化事業に係わる負担金であります。 

 第４０款保健事業費１，５６３万５，４２７円は、新設となりました特定健康診査等

の委託料、人間ドック健診委託料などが主なものであります。 

第４５款基金積立金を６４万９，６２０円としております。 

 第５５款諸支出金２，０８４万８，９８３円は、保険税の還付金及び前年度実績に伴

う補助金の償還金及び国民健康保険診療所特別会計への繰出金であります。 

以上で議案第１１７号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１１８号 平成２０年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳
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出決算の認定について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、町内の名和診療所・大山口診療所・大山口リハビリセンター・大山診療所の

４診療所の施設勘定決算であります。 

歳入総額５億４，２４７万８，４０５円、歳出総額５億３２６万４，１３９円で、歳

入歳出差引残額３，９２１万４，２６６円となっております。 

歳入から主なものを説明いたします。 

 第５款診療収入３億３，６９１万２，６２３円は、外来診療報酬収入及び一部負担金

収入が主なものでございます。 

第１０款サービス収入２９６万４００円は居宅介護サービス費収入とその自己負担金

収入によるものであります。 

第１５款使用料及び手数料２，１６８万８，５３９円は、文書料、健康診断料及び予

防接種手数料であります。 

 第３０款繰入金７，１３０万６，０００円は、一般会計からの繰入金として、診療施

設整備の際に借り入れた起債償還のルール分１，５２５万１，０００円、入院病床に対

する特別交付税１，２９２万円及び国の２次補正による地域活性化交付金４，３１３万

５，０００円であり、国民健康保険特別会計からの繰入金は、国からの調整交付金とし

て大山口リハビリセンター増築工事分７３０万円及びへき地診療所運営費交付分５３６

万５，０００円であります。 

第４５款町債５，５９０万円は、主に大山口リハビリセンター増改築事業にかかる病

院事業債でございます。 

次に歳出について説明をいたします。 

第５款総務費２億７，４４９万５，３４８円は、職員の人件費及び大山口リハビリセ

ンター増改築工事に係る工事請負費が主なものであります。 

第１０款医業費１億９，８２６万４，２１１円は、医薬品代、各種検査委託料及び備

品購入費であります。 

第１５款公債費３，０５０万４，５８０円は、診療施設整備に係る起債の償還金元金

及び利子であります。以上で議案第１１８号の提案理由の説明を終わります。 

 続きまして議案第１１９号 平成２０年度大山町後期高齢者医療特別会計会計歳入歳

出決算の認定についてのご説明を申し上げます。 

本会計は、７５歳以上の者全員と、一定の障害があると認定されました６５歳以上の

者を対象に、平成２０年度に創設された医療制度であります。 

  本会計の歳入総額は１億８，０７２万５，１４７円、歳出総額は、１億８，０６９万

９０４円で、システム改修に係わる繰越明許費２５７万３，０００円を除いた歳入歳出

差し引き残額３万４，２４３円を、翌年度に繰越すものでございます。 

歳入から款をおって主なものを説明いたします。 
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  第５款保険料１億１，０９９万３，６８０円は、後期高齢者に係わる保険料でありま

す。 

  第１２款国庫支出金１２６万円は、円滑運営事業に係わる補助金であります。 

  第２０款繰入金６，８４３万３，３０４円は、保険基盤安定に係る保険料軽減分と事

務費に係る一般会計からの繰入であります。 

  次に歳出について説明をいたします。 

第５款総務費２６１万６，５１６円の主なものは、一般管理費と賦課徴収費でありま

す。 

第１０款後期高齢者医療納付金１億７，８０７万４，３８８円は、保険料等負担金及

び広域連合事務費負担金であります。以上で、議案第１１９号の提案理由の説明を終わ

ります。 

続きまして議案第１２０号 平成２０年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定についてご説明を申し上げます。 

  本会計の歳入総額ならびに歳出総額とも２億６，３６３万８，９３４円となっており

ます。 

歳入から款をおって主なものを説明いたします。 

  第５款支払基金交付金１億８８７万７，５８５円は、社会保険診療報酬支払基金から

老人医療費に係る交付金と、審査支払手数料交付金であります。 

  第１０款国庫支出金１億１，０９３万４７７円は、医療費に係る国庫負担金でありま

す。 

  第１５款県支出金２，４８４万５，０９５円は、医療費に係る県負担金であります。 

 第２０款繰入金１，８４９万４，８４７円は、医療費に係る町負担分を一般会計から

繰入れたものであります。 

  次に歳出について説明をいたします。 

第５款医療諸費１億９，６１４万４，５３４円は、医療給付費・医療費支給費・高額

医療費・及び審査支払手数料であります。 

第１０款諸支出金４２万９，６７１円は、前年度実績に伴う交付金の償還金でありま

す。 

 第８０款６，７０６万４，７２９円は、前年度に係る繰上充用金であります。以上で

議案第１２０号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１２１号 平成２０年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定についてのご説明を申し上げます。 

 本会計におきまして、歳入総額１７億６，８０６万４，６６５円、歳出総額１７億２，

４０７万５，２７０円で、歳入歳出差引４，３９８万９，３９５円の残額となっており

ます。 



 27 

 歳入から款をおって説明を申し上げます。 

第５款介護保険料の収入済額は、２億７，４２３万７，１５８円。不納欠損額３１２

万１，６２４円。収入未済額は、３６１万４，７０４円で収納率は９７．６％。前年度

より０．１７％の減であります。 

第１０款使用料及び手数料３万２，３２０円は督促手数料でございます。 

第１５款国庫支出金４億６，３２８万８４４円は、介護給付費・地域支援事業費に係

る国庫負担金及び調整交付金と介護従事者処遇改善臨時特例交付金が主なものでござい

ます。 

第２０款支払基金交付金５億４０４万５，１７２円は、第２号被保険者の納付保険料

が介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として交付されたものでございます。 

第２５款県支出金２億５，０９０万９，８５２円は、介護給付費及び地域支援事業費

の県負担金として交付されたものでございます。  

第３０款繰入金２億６，５９２万２，８９４円は介護給付費及び地域支援事業費に係

る町負担及び職員給与費等を一般会計から繰入れしたものでございます。 

 第３５款繰越金８８５万２，７５６円は前年度決算によるものでございます。 

 第４０款諸収入７８万３，６６９円は介護予防事業の利用者負担金が主なものでござ

います。 

 次に歳出について説明を申し上げます。 

 第５款総務費５，２６５万１，４１２円は、職員の人件費、電算処理業務委託料、介

護認定時の主治医意見書作成料委託料、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金が主な

ものであります。 

第１０款保険給付費１５億９，４６０万８，８３７円は、介護サービス等諸費、低所

得者の方を対象とした特定入所者介護サービス費、高額介護サービス等費、介護予防サ

ービス等諸費、国保連への審査支払手数料に支出しております。 

第１５款地域支援事業費６，２７３万９，７２９円は、地域で自立した生活をおくる

ことを支援する介護予防事業費や包括支援・任意事業費として支出しております。 

第２０款財政安定化基金拠出金１５２万７，５９７円は、鳥取県介護保険財政安定化

基金条例に基づき拠出したものであります。 

第２５款公債費１，１３２万７，０００円は、鳥取県介護保険財政安定化基金からの

借入金の償還金であります。 

第３０款諸支出金１２２万６９５円は、第１号被保険者の死亡・転出等に伴う介護保

険料の還付金、前年度実績による国・県介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の返

還金であります。これで、議案第１２１号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１２２号 平成２０年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由のご説明をいたします。 
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 本案は、大山診療所の介護保険サービス事業施設勘定決算であります。歳入総額６９

８万２，７９８円、歳出総額６９８万２，７９８円で、歳入歳出差引残額０円となって

おります。 

歳入から主なものを説明いたします。 

第５款サービス収入１８６万９，５７９円は、介護給付費収入及び一部負担金収入が

主なものであります。 

第１５款繰入金４３５万５，１７２円は、介護施設整備の際に借り入れた起債償還の

ルール分と事業費不足を補うものであります。 

次に歳出について説明をいたします。 

第１０款サービス事業費２９５万１，７８６円は、看護師等嘱託職員の人件費と光熱

水費などであります。 

第１５款公債費４０３万１，０１２円は、介護施設整備に係る起債の償還金元金及び

利子であります。以上で議案第１２２号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１２３号 平成２０年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、ご説明を申し上げます。 

 歳入の決算総額５億６，３１９万１，３４６円に対し、歳出決算総額５億６，３１０

万８，９７１円で歳入歳出差引残額８万２，３７５円は平成２１年度大山町農業集落排

水事業特別会計へ繰越しております。 

 歳入について、ご説明をいたします。 

第５款分担金及び負担金１９８万円は、加入分担金であります。 

第１０款使用料及び手数料１億６４１万２，３６９円は、下水道使用料であります。 

第２５款繰入金３億８，１３８万円は、一般会計からの繰入金であります。 

第３０款繰越金２０万２，９７２円は、前年度からの繰越金であります。 

第３５款諸収入１万６，００５円は、預金利子であります。 

第４０款町債７，３２０万円は５～７パーセントで借り入れていた起債を２．４５パ

ーセントの低利な資金に借り換えたものであります。 

 次に、歳出についてご説明を申し上げます。 

第５款事業費１億１，７４７万２，６２８円は、処理場等の施設管理、修繕等に要し

た経費であります。 

第１０款公債費４億４，５６３万６，３４３円は、起債の元利償還金であります。 

第１５款諸支出金、第９０款予備費からの支出はありません。以上で、議案第１２３

号の説明を終わります。 

続きまして、議案第１２４号 平成２０年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、ご説明申し上げます。 

 歳入の決算総額４億９，７９９万４，９８５円に対し、歳出の決算総額は４億９，７
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９４万１，１０５円で歳入歳出差引残額５万３，８８０円は平成２１年度大山町公共下

水道事業特別会計へ繰越しています。 

歳入についてご説明を申し上げます。 

第５款分担金及び負担金２，０１２万円は、加入分担金であります。 

第１０款使用料及び手数料１億２３１万４，１４６円は、下水道使用料であります。 

第２０款繰入金３億１，３０９万１，０００円は、一般会計からの繰入金であります。 

第２５款繰越金４８万７，１０４円は、前年度からの繰越金であります。 

第３０款諸収入３６８万２，７３５円は、預金利子、鳥取県管理河川改修工事に伴う

支障下水道移転補償費等であります。 

第３５款町債５，８３０万円は、５～７パーセントで借入しておりました起債を２．

４５パーセントの低利な資金に借換たものであります。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

第５款事業費１億７６３万５，０２０円は、処理場等施設の維持管理と名和地区の公

共下水道管路新設工事等に要した経費であります。 

第１０款公債費３億９，０２９万９，７８０円は、起債の元利償還金であります。 

第１５款諸支出金６，３０５円は、下水道使用料還付金であります。 

第９０款予備費からの支出はありません。以上で議案第１２４号の説明を終わります。 

続きまして議案第１２５号 平成２０度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてのご説明を申し上げます。 

歳入決算総額３，１４６万４，４７２円に対し、歳出決算総額は、２，９５２万２，

２０３円で、歳入歳出差引残額は、１９４万２，２６９円であります。 

歳入についてご説明申し上げます。 

第５款県支出金１６１万７，６３９円は、事業に着手しました平成１５年度、平成１

６年度に借入れしました起債の償還利子３２３万５，２７９円に対する２分の１の利子

補助金であります。 

第１０款繰越金４４２万４，１３２円は、前年度繰越金であります。 

第１５款諸収入２，５２５万８，８６０円は、売電収入２，２８６万２３７円のほか、

本会計の預金利子、落雷被害による町村有物件災害共済金であります。 

次に歳出についてご説明をいたします。 

第５款総務費１，０９３万３１円は、電気主任技術者賃金等、雷被害等による施設修

繕費、維持管理に係る電気料金や通信経費、保守点検業務委託料、消費税、風力発電基

金積立金が主なものでございます。 

第１０款公債費１，８５９万２，１７２円は、起債償還金の元金及び利子であります。 

以上で、議案第１２５号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１２６号 平成２０年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に



 30 

ついてのご説明を申し上げます。 

 中山温泉館は、平成１９年度から指定管理者が運営しており、平成２０年度の年間入

浴者数は８万５，３６６人で、前年度の８万９，６４３人に比べ４，０００人余り減少

いたしました。 

 歳入総額３９９万５，１６６円に対し、歳出総額３９８万９，４９７円で、歳入歳出

差引残額は５，６６９円は翌年度に繰り越すものであります。 

歳入について説明申し上げます。 

第５款使用料の３３０万５，７１５円はナスパルタウン温泉使用料と温泉スタンド使

用料であります。 

第１０款繰入金の６５万５，０００円は一般会計繰入金であります。 

 次に歳出について説明を申し上げます。 

温泉館費の３９８万９，４９７円は備品の修繕料、建物火災保険料、指定管理委託料

が主なものでございます。以上で、議案第１２６号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１２７号 平成２０年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 この会計は、分譲宅地「ナスパルタウン」「御来屋団地」の販売、維持管理を行う会

計であります。 

 歳入の決算総額７，７８０万１，５８４円に対し、歳出の決算総額６，１００万８，

４２８円で、差引残額１，６７９万３，１５６円を翌年度に繰り越すものであります。 

 多額の繰越の大きな要因は、「ナスパルタウン」の起債元金償還が平成１６年度まで

据置期間であったため発生せず、土地の売り払い収入が積み重なったことによるもので

あります。 

 歳入について説明を申し上げます。 

 第５款財産収入７４７万８，０００円は、土地売り払い収入であり、内訳は「ナスパ

ルタウン」１区画分であります。 

 第１５款繰越金７，０２２万６，２０６円は前年度繰越金であります。 

 第２０款諸収入９万７，３７８円は預金利子であります。 

 次に歳出について説明を申し上げます。 

 第５款宅地造成事業費１３０万７，８５５円の主なものは、紹介者への謝礼金、パン

フレットの印刷代など販売促進費２４万１，３７０円、維持管理委託料１０６万６，４

８５円であります。 

 第１０款公債費５，９７０万５７３円は、起債の元金償還金５，６３０万円と償還金

利子３４０万５７３円であります。 

 第２０款予備費につきましては、支出はなく全額不用額としております。以上で議案

第１２７号の提案理由の説明を終わります。  
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続きまして、議案第１２８号 平成２０度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてのご説明を申し上げます。 

歳入決算総額３億６，４４２万６，７７０円に対し、歳出決算総額は、３億５，８８

３万６，７７０円で、歳入歳出差引残額は５５９万円であります。 

歳入についてご説明を申し上げます。 

第５款分担金及び負担金２５万１，４２８円は、新規引込工事を行なった加入者の負

担金でございます。 

第１５款財産収入４，３８１万４，２９６円は、中海テレビ放送への通信施設貸付料

及び配当金であります。 

 第２０款繰入金３億８４２万２，５３８円は、起債償還金相当、人件費、その他維持

管理経費に係る一般会計からの繰入金であります。 

第２５款繰越金３９万６，９００円は、前年度繰越金であります。 

第３０款諸収入１，１５４万１，６０８円は、支障移転工事の補償金等であります。 

次に歳出についてご説明を申し上げます。 

第５款総務費１億１，０６２万６，３９１円は、人件費、局舎電気代、ケーブル等の

修繕費、施設の保守委託料、電柱等の使用料、支障移転工事費、編集機材の購入費等が

主なものでございます。 

第１０款公債費２億４，８２１万３７９円は、起債償還金の元金及び利子でございま

す。以上で、議案第１２８号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１２９号 平成２０年度大山町水道事業会計決算の認定についてご

説明申し上げます。 

 はじめに業務の状況でございますが、給水栓数５，５６１栓、給水人口１万５，９８

３人に年間総給水量１７９万２５６立方メートルを供給し、有収率は８４％でありまし

た。 

 経理の状況につきまして、決算報告書１ページ、収益的収入及び支出の収入、第１款 

水道事業収益で２億３，５２７万５，７９７円、支出の第１款水道事業費用では２億２，

６１６万６０９円であります。 

 次に、資本的収入及び支出の第１款資本的収入では企業債の借入５，５３０万円、水

道管の移転補償費が県道旧奈和西坪線、町道山村文珠領線道路改良工事で３２７万１，

３６４円、企業債元金補助２，８３６万９，２４４円で合計８，６９４万６０８円であ

ります。 

 続いて資本的支出では、種原地区簡易水道統合整備工事等による建設改良費が４，０

９４万３，８００円、企業債償還金が１億２，１６９万６５８円で資本的支出合計が１

億６，２６３万５，４５８円となり、資本的収入の不足する額７，５６９万４，８５０

円は、過年度分消費税資本的収支調整額４２万２１５円と過年度分損益勘定留保資金７，
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５２７万４，６３５円で補填しております。 

 続いて収益的収支の詳細ですが、決算報告書６ページ収益費用明細書により説明を申

し上げたいと思います。 

水道事業収益のなかの営業収益で主なものは、水道使用料で２億２９９万１，６１６

円、その他営業収益の他会計負担金６５４万９，１５０円は消火栓維持管理負担金、開

拓専用水道管理負担金等であります。 

また、当該年度新規加入が２０件あり、加入金３６３万４，３３９円を計上しており

ます。 

次に、営業外収益の他会計補助金１，０４５万５，１６２円は、企業債の利息補助を

一般会計から受けたものであります。 

次に、第１款水道事業費用ですが、第１項営業費用の目１原水及び浄水費の委託料５

２６万８，５００円は水質検査料金、動力費１，５１９万２，９４１円は水源池等の電

気料金であります。 

続いて目２配水及び給水費３，５８６万４，７７９円は、職員２名分の給料、手当等

とメーター検針に要する委託料５３５万４，６４０円、その他配水管修繕に要した修繕

費１，２４５万４０７円が主なものであります。 

目３受託工事費はありません。 

目４総係費につきましては、職員２名分の給料、手当等と構築物等の減価償却費８，

３６０万１，３９２円、固定資産除却費３０９万４，２５６円が主なものであります。 

 続いて第２項営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息５，６６８万３，

９８２円は財務省と公営企業金融公庫への企業債利息、雑支出のその他雑支出１２万１，

３８８円は控除対象外消費税の精算であります。 

 次の特別損失の臨時損失はありません。 

過年度損益修正損１万３，８００円は使用料の漏水減額還付分でございます。以上で

議案第１２９号の説明を終わります。 

 次に、議案第１３０号 平成２０年度大山町索道事業会計決算の認定について提案理

由のご説明を申し上げます。 

  平成２０年度は昨年同様、大山スキー場開き祭１２月２３日には滑走可能な積雪がな

く、１２月２７日、昨年は１２月３１日からの営業となりました。積雪量は、年明けか

ら１月中旬までは大雪で２メートルを越えましたが、その後ほとんど積雪がなく、２月

１３日には春一番が吹き、ゲレンデ状況も一気に悪くなり、３月５日には強風雨で滑走

不能となり営業を終了しました。 

リフト営業は、１２月２７日から３月５日まで６９日間、前年度は８４日間でありま

す。これの営業日数となり、大山スキー場全体の入り込み客数は１４万４，０００人、

前年度１７万人でありました。で、対前年度比は ８４.６％となり、３年連続で２０万
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人を下回る状況となりました。 

  決算の内容は、索道事業収益が１億１,０９６万８,７７７円、食堂部門であります付

帯事業収益が２,６０９万５,７２７円で、合計１億３,７０６万４,５０４円となり、対

前年度比８０.８９％、大山全体では７１．２％であります。これにとどまり、３,２３

７万５,９９４円の減収となりました。 

一方、支出は索道事業費用が９,８８３万１４４円、附帯事業費用が３ ,９１４万８,

３２９円で、合計１億３,７９７万８,４７３円となり、経費節減に努めましたが売り上

げの大幅な減少により９１万３,９６９円の純損失となりました。 

 スキー場経営は、全国的に大変厳しい状況が続いておりますが、広告宣伝の充実、経

営合理化策の実践等により黒字経営を目指す考えでございます。よろしくご審議の上、

ご認定いただきますようお願いいたします。 以上で議案第１３０号の提案理由の説明を

終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（荒松廣志君） ここで暫時休憩をいたします。再開を３５分といたします。 

午後２時２３分 休憩 

 ────────────────・───・───────────────── 

午後２時３５分 再開 

○議長（荒松廣志君） 再開いたします。 

平成２０年度各会計の決算に関する議案について提案理由の説明が終わりましたので、

監査委員の審査報告を求めます。代表監査委員 松本正博君。 

○代表監査委員（松本正博君） そういたしますと、平成２０年度決算審査の審査結果

を報告させていただきたいと思います。なお、この審査にあたりましては、担当課長さ

んや担当職員の方に大変お世話になりまして、資料の作成なり提出等大変ご協力いただ

きましたこと、厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

さて、このたびの平成２０年度決算審査に関しましては、次の５件について意見書を

提出させていただいております。 

まず１点目でありますが、平成２０年度決算に基づく大山町健全化判断比率審査意見

書、２点目でありますが、平成２０年度決算に基づく大山町公営企業会計経営健全化審

査意見書、３点目でありますが、平成２０年度大山町歳入歳出決算審査意見書、４点目

としまして、平成２０年度大山町水道事業会計決算審査意見書、５点目としまして、平

成２０年度大山町索道事業会計決算審査意見書、以上の５件であります。 

また、平成２０年度決算に基づきます大山町健全化判断比率及び平成２０年度決算に

基づきます大山町公営企業会計経営健全化比率については、先ほど町長さんの方から報

告がありましたが、提出された資料が適正に作成されているかどうかを主眼に監査した

ものであり、その審査方法並びに結果は、意見書に記載のとおりであります。 

次に、平成２０度大山町歳入歳出決算審査意見書について、ご報告申し上げます。 
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地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された平成２０年度大山町一般会

計及び各特別会計の歳入歳出決算書並びに地方自治法第２４１条第５項の規定により審

査に付された基金の運用状況について審査しましたので、下記のとおり意見を付します。 

 審査の概要でありますが、審査の対象は、そこに掲げております、一般会計が１件、

特別会計１８件、その他企業会計２件について審査をいたしました。 

 ２ページになりますけれども、歳入歳出決算の総額は、一般会計と特別会計等合わせ

ますと、歳入が１７３億２，１９７万２，６０７円、歳出が１６６億９２９万７，９４

５円、差引しますと７億１，２６７万４，６６２円となっておりまして、その内訳につ

きましては、次の表１のとおりであります。 

 まず、一般会計でありますが、歳入決算額１０５億７３４万１，５４３円、歳出決算

額１０,１億３２９万６，４３１円、差引額４億４０４万５，１１２円となっておりまし

て、内訳につきましては、別表 1 のとおりであります。 

特別会計、これは１８会計の合算であります。歳入決算額６８億１，４６３万１，０

６４円、歳出決算額６５億６００万１，５１４円、差引額３億８６２万９，５５０円 

これも内訳は別表２のとおりであります。従いましてその合計につきましては、先ほど

申し上げました金額になります。 

 次に、審査の期間でありますが、平成２１年７月３１日から８月２４日までの９日間 

であります。審査の場所は、大山町役場議会委員会室であります。審査の出席者及び説

明者につきましては、監査委員であります私と、鹿島監査委員さん、そして総務課長ほ

か担当課長並びに各担当職員ということであります。 

 審査の方法でありますが、この決算審査にあたっては、町長から提出された平成２０

年度歳入歳出決算書及び事項別明細書・実質収支に関する調書、財産に関する調書につ

きまして次の４点について審査をさせていただいております。 

まず１点目でありますが、決算計数は、正確で誤りはないか。２点目は、予算の執行

は、関係法令等に基づき効果的かつ的確になされているか。３点目としまして、収入支

出事務は、関係法令等に基づき適正かつ計画的、効率的に処理されているか。４点目と

しまして、財産管理及び主要事業の各状況について、それぞれの関係諸帳簿及び証憑書

類との照合その他必要と認める関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、併せ

て別途実施した例月出納検査をも勘案し、慎重に審査を行いました。 

 次に審査の結果でありますが、第１点目としまして決算計数につきまして、審査に付

された一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算書、その他の書類は、関係法令に準拠し

て調製されており、計数も誤りは認められず決算は適正に表示されているものと認めら

れた。          

 なお、財産に関する調書の計数についても誤りは認められず、適正に管理運営されて 

いるものと認めることができました。 
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第２点目としまして執行状況につきまして、合併後４年が経過し、平成２０年度は、

地方道路臨時交付金事業を活用した町道山村文珠領線、町道種原大野線の道路整備や、

将来的な企業誘致のための基盤整備として、土地開発基金を原資に所子工業団地造成事

業、児童生徒の安全安心のための名和中学校耐震補強及び大規模改修工事等に取り組ま

れました。 

地域の活性化、福祉・医療、教育などにおいては、大山恵みの里づくり計画の核とな

る観光交流センターの建設や大山口診療所・大山口リハビリセンターの２診療所の整理

統合、後期高齢者医療制度の創設、さらには大山小学校赤松分校の廃止の決定など、大

きな動きのあった年度でもありました。 

財政面では、名ばかりの地方分権が叫ばれるなか、国の三位一体改革による地方交付

税制度の見直しの影響や社会的な経済不況による税収入の落ち込みも想定されましたが、

堅実な財政運営により、その懸念は回避され、結果、当初多額の取崩しが予定された基

金も増加することとなっております。その他事業においても、施政方針に基づき的確に

執行され、町勢進展のための努力が見受けられました。 

 今後の財政運営についても、引き続き厳しい状況が予想されるため、限りある財源を

効率的に活用しながら、併せて事務事業の評価・検証を行い、魅力あるまちづくりの実

現に努力されたいと思います。 

 次に第３の会計別執行状況でありますが、一般会計でありますが、平成２０年度一般

会計歳入総額は１０５億７３４万１，５４３円、歳出総額は１０１億３２９万６，４３

１円で、歳入歳出差引額は４億４０４万５，１１２円となっております。 

 歳入でありますが、本会計歳入決算は、予算現額１１１億２，３７１万３，０００円

に対し、調定額は１０６億２，８１８万９，６３３円、収入済額１０５億７３４万１，

５４３円で、不納欠損額が８９４万１，８０１円あるため、収入未済額は１億１，１９

０万６，２８９円となり、予算額に対して９４．５％、調定額に対して９８．９％の収

入状況となっております。 

収入未済額の主なものは、法人町民税を含めた町民税２，５１９万３，６１６円、固

定資産税７，６８１万６，７０９円、軽自動車税２６６万３，０１０円、住宅使用料５

８１万５，１３４円等で、その内訳は、現年度分３，３１６万８，３７５円、過年度分

７，８７３万７，９１４円であります。なお別表３に載っておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

未収金に関係する部署は、徴収対策会議における情報の共有化や県下でも稀なインタ

ーネット公売の導入、法的措置の執行等、総力を結集して取り組まれておりますが、経

済情勢を反映してか現年度分収入未済額は、１９年度に比べ増加の傾向にあります。不

納欠損は、町税、保育料で行われており、１９年度は３，０５５万１，５９１円ありま
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したが、２０年度は８９４万１，８０１円と大きく減少しております。  

   歳出でありますが、歳出決算は、予算現額１１１億２，３７１万３，０００円に対し、

支出済額１０１億３２９万６，４３１円で、翌年度に ７億５，７１９万円繰越すため、

不用額２億６，３２２万６，５６９円、執行率９０．８％となっている。 

執行率は、平成１９年度執行率９５．６％と比べ、４．８％低下しておりますが、こ

れは、国の第２次補正予算を受けて予算化された「地域活性化・生活対策臨時交付金」

事業や農産物処理加工施設整備事業等の投資的事業が、翌年度に繰越されたことによる

ものであります。 

 詳細は、各課から提出されております決算審査資料のとおりであります。 

２番の土地取得特別会計、本会計決算は、歳入総額１億８０３万２，１４０円に対し、

歳出総額７，４９２万３，８８５円で、歳入歳出差引額は３，３１０万８，２５５円と

なっており、翌年度に３，３１０万円を繰越してあります。 

 例年にない大型の予算規模でありますが、これは土地開発基金を原資に、所子工業団

地造成に向けて、用地購入や基盤整備を行ったことによるものであります。 

３番の住宅新築資金等貸付事業特別会計、本会計決算は、歳入総額３，３０４万２，

３９２円に対し、歳出総額３，２４６万７，４１３円で、歳入歳出差引額は５７万４，

９７９円となっております。 

貸付金元利収入において、収入未済額が３億６５９万４，９１３円あり、これは町の

滞納総額６億１，６２７万５，５４６円の４９．８％に相当するものであります。 

２０年度は貸金訴訟を実施されるなど、未収金対策への努力は伺えますが、貸付金元

利収入は、公債費を下回っており、一般会計からの繰入金により収支が保たれている状

況が伺われます。 

４番目の開拓専用水道特別会計です。本会計決算は、歳入総額２，１７３万６，２９

５円に対し、歳出総額１，１３８万１，３０９円で、歳入歳出差引額は１，０３５万４，

９８６円となっております。管理収入に５２万２，５５４円の収入未済額があります。 

昭和３０年代に施工された管路が大半を占め、有収水量は５０％台にとどまっておりま

す。 

５番目、地域休養施設特別会計であります。本会計決算は、歳入総額１，１５２万９，

２３８円に対し、歳出総額１，１５２万９，２３８円で、歳入歳出差引額は０円となっ

ております。１９年度から、施設運営を指定管理者に委託された結果、歳出総額は減少

しつつあります。 

６番の老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計、本会計決算は、

歳入総額９万９，６７４円に対し、歳出総額９万９，０００円で、歳入歳出差引額は６

７４円となっております。昭和６０年度で貸付を終了しており、現在は未収金の償還事

務を行う会計であります。貸付金元利収入に、１３８万９，１５４円の収入未済額があ
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ります。 

７番の簡易水道事業特別会計、本会計決算は、歳入総額６３４万８，０２４円に対し、

歳出総額６３４万８，０２４円で、歳入歳出差引額は０円となっております。水道使用

料に、新たな４，３５７円の収入未済額が発生し、未収金対策の必要が生じております。 

  ８番の国民健康保険特別会計、本会計決算は、歳入総額２３億３，３０７万９，０２

９円に対し、歳出総額は２１億７，６１９万３，６２６円で、歳入歳出差引額は１億５，

６８８万５，４０３円となっております。 

国民健康保険税の収入状況は、予算現額４億２，９１４万５，０００円に対し、調定

額は６億４６４万８，３５９円、収入済額は４億５，２４３万７，８００円で、不納欠

損額が３９１万８，２９９円あるため、収入未済額は１億４，８２９万２，２６０円と

なっております。徴収率は、調定額に対し７４．８％で、１９年度の８０．８％を６％

下回っております。 

９番の国民健康保険診療所特別会計であります。本会計決算は、歳入総額５億４，２

４７万８，４０５円に対し、歳出総額５億３２６万４，１３９円で、歳入歳出差引額は

３，９２１万４，２６６円となっております。翌年度に３，１７０万１，０００円を繰

越してあります。 

収益性の面で、４診療所に差異が生じており、翌年度への繰越金も年々減少傾向にあ

ります。大山診療所は２０年５月から、医師の交代により、入院施設の活用が休止され

ています。 

１０番の後期高齢者医療特別会計、本事業は、７５歳以上の者を対象に、２０年度か

ら創設された医療制度であります。本会計決算は、歳入総額１億８，０７２万５，１４

７円に対し、歳出総額１億８，０６９万９０４円であり、歳入歳出差引額は３万４，２

４３円となっております。翌年度に２５７万３，０００円を繰越してあります。手数料

に、５，１２０円の収入未済額が生じております。 

１１番、老人保健特別会計、本会計決算は、歳入総額２億６，３６３万８，９３４円

に対し、歳出総額２億６，３６３万８，９３４円で、歳入歳出差引額は０円となってお

ります。 

１２番の介護保険特別会計、本会計決算は、歳入総額１７億６，８０６万４，６６５

円に対し、歳出総額１７億２，４０７万５，２７０円で、歳入歳出差引額は４，３９８

万９，３９５円となっております。介護保険料・手数料に３６２万７，３４４円の収入

未済額があり、介護保険料で３１２万１，６２４円を不納欠損してあります。 

１３番、介護保険事業特別会計、本会計決算は、歳入総額６９８万２，７９８円に対

し、歳出総額６９８万２，７９８円であり、歳入歳出差引額は０円となっております。

大山診療所が実施していた介護サービス事業は、２０年５月から医師の交代により、休

止されております。 
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１４、農業集落排水事業特別会計、本会計決算は、歳入総額５億６，３１９万１，３

４６円に対し、歳出総額５億６，３１０万８，９７１円で、歳入歳出差引額は８万２，

３７５円となっております。加入負担金、使用料に収入未済額が３０３万８，８５９円

あります。 

１５番、公共下水道事業特別会計であります。本会計決算は、歳入総額４億９，７９

９万４，９８５円に対し、歳出総額４億９，７９４万１，１０５円で、歳入歳出差引額

は５万３，８８０円となっています。加入負担金、使用料で、収入未済額が１，３１８

万５，０７４円あります。 

１６番、風力発電事業特別会計であります。本会計決算は、歳入総額３，１４６万４，

４７２円に対し、歳出総額２，９５２万２，２０３円で、歳入歳出差引額は１９４万２，

２６９円となっております。 

１７番、温泉事業特別会計であります。本会計決算は、歳入総額３９９万５，１６６

円に対し、歳出総額３９８万９，４９７円であり、歳入歳出差引額は５，６６９円とな

っております。１９年度から、施設運営を指定管理者に委託した結果、歳出総額は抑制

されつつあります。 

１８番、宅地造成事業特別会計、本会計決算は、歳入総額７，７８０万１，５８４円

に対し、歳出総額６，１００万８，４２８円であり、歳入歳出差引額は１，６７９万３，

１５６円となっております。経済不況のあおりを受け、販売件数も減少したことから、

前年繰越金が７，０２２万６，２０６円から１，６７９万３，１５６円に大きく減少し

ております。 

１９番、情報通信事業特別会計、本会計決算は、歳入総額３億６，４４２万６，７７

０円に対し、歳出総額３億５，８８３万６，７７０円であり、歳入歳出差引額は５５９

万円となっております。翌年度に７４２万円を繰越してあります。一般会計から、３億

８４２万２，５３８円繰出しされております。 

次に、第４の資金運用状況についてご報告いたします。 

 平成２０年度における一般会計及び特別会計の収支実績及び資金運用状況は、別途実

施した例月出納検査をも勘案し、適正に行われているものと認めました。 

基金は、当初合併後４年程度で皆減すると試算されておりましたが、平成２０年度末

基金現在高３３億９，８８７万６，０００円と１９年度に比べて２億４，４０９万９，

０００円増加しており、堅実な運用が図られております。今後も厳しい財政運営となる

ことが十分に予測されますが、安易に取崩することなく、その運用については慎重に対

処されたいと思います。 

第５の財産管理の状況についてでありますが、町有財産は、公有財産、物品、債権、

基金に大別され、財産に関する調書のとおりであり、適正に管理されているものと認め

ました。    
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第６、主要事業の執行状況についてであります。町道種原大野線道路整備、所子工業

団地造成、観光交流センター整備、みくりやお魚センター建設、名和中学校耐震補強及

び大規模改修工事など、生活環境や産業振興に向けた基盤整備に積極的に取り組まれて

おります。「地域活性化・生活対策臨時交付金」事業や農産物処理加工施設整備事業な

ど、一部には翌年度に明許繰越された事業もありますが、概ね適切に執行されているも

のと認めました。 

第７の指摘事項でありまして、６点ほど載せております。 

まず１番でありますが、例年の指摘事項ではありますが、町民税・固定資産税・軽自

動車税、国民健康保険税等の町税や住宅使用料、住宅新築資金等貸付金、介護保険料、

農業集落排水事業及び公共下水道事業使用料、水道料など、およそ６億１，６００万円

に及ぶ未収金があります。２０年度は、新たに老人施設入所措置費負担金や簡易水道使

用料にも、未収金が発生しております。法的措置の執行や県下でも稀有なインターネッ

ト公売の着手など、その取り組みは高く評価できますが、未収金が年々増加の傾向にあ

るのは顕著であり、その原因究明やさらなる未収金対策の強化については、検討された

いと思います。 

２番目でありますが、遊休町有地の利活用については、以前から指摘してありますが、

旧大山支所跡地の活用の具現化や、その他管理に著しい経費を要する財産は、労力や経

費削減のため売却を含め処分を検討されたいと思います。 

 また、観光資源あるいは交流拠点施設として、周知や活用が多く図られていない友好

館、中山農村活性化センター、神田バンガローなど、埋もれる町内資源の掘り起こしと

ＰＲ活動を行われたいと思います。 

３点目でありますが、農業集落排水事業･公共下水道事業とも、１９年度にすべての環

境整備を終え、供用開始されておりますが、他会計からの繰入金に依存する会計運営が

行われております。今後は、加入促進や接続率の向上により自主財源の確保に努め、特

別会計の財政健全化に向けて会計運営の改善を図られたいと思います。 

 また簡易水道、開拓水道においても、「上下水道料金等検討委員会」からの答申を踏

まえ、それぞれ地域で異なる料金体系の統一を早急に行われたいと思います。 

 ４点目でありますが、高齢化や少子化の進展により、伝統・文化・コミュニティ活動

など地域の活力や集落機能は大幅に低下し、本町でも「限界集落」と呼ばれる集落の発

生も予測されます。地域の停滞は、まちの活力喪失にもつながることから、集落あるい

は地域活性化のため、いまその対策の必要性が求められております。 

 耕作放棄地や町内に多く見受けられる空き地・空き家を活用してのグリーンツーリズ

ムの仕掛けづくり、Ｉターン・Ｕターン者の招致、さらには所子工業団地、押平工業団

地整備による企業誘致、若者向け住宅の建設、中山間地域活性化への取り組みなど、総

合的・多角的な施策により、人口の増加や地域ににぎわいを取り戻す方策を検討された
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いと思います。 

５点目でありますが、「地域の安心・安全」は快適な生活を送る上での、必須の条件

であります。新型インフルエンザなどの防疫体制は、国・県・関係機関と密接な連携が

取られていると感じますが、自然災害などの時の対応などは、いま少し体制の整備が遅

れていると理解しております。 

 災害発生時の初動に極めて有用である自主防災組織は、現在６７集落の設置にとどま

っておりますが、全集落に設置されるようその育成に努められたいと思います。 

 また、勤務される消防団員が多くなったことから、昼の火災の初動体制に支障が生じ

る団もあると聞きます。初期消火の際、迅速に対応可能な役場分団を本所・支所に設置

されたいと思います。 

 ６点目でありますが、新たな医療制度の創設により、医療の仕組みや健康診断の内容・

方法に変更が生じております。高騰する医療費に対処するための将来を見据えた制度導

入ではあるが、各種がん検診の受診率はいずれも低下の傾向にあります。 

元気で快適な生活を送るため、あるいは医療費縮減の観点からも、病気の早期発見、早

期治療は絶対的要素であり、受診率低下の原因究明に努め、向上への取り組みを検討さ

れたいと思います。 

 また、大山診療所２階部分の活用や多様な保健・医療制度の周知を図り、保健・医療・

福祉分野の連携による「健やかで心豊かなまち」づくりを実現されたいと思います。 

 次に別表の１から、別表の５までについてでありますが、別表１には、平成２０年度

大山町一般会計歳入歳出決算の状況を載せております。別表２は、平成２０年度大山町

特別会計歳入歳出決算の状況を載せております。別表３は、平成２０年度滞納状況につ

いて載せております。別表４は、平成２０年度不納欠損状況を載せております。別表５ 

でありますが、平成２０年度各会計間の繰出金・繰入金の状況を載せておりますので、

またご覧いただきたいと思います。以上で歳入歳出決算についての審査意見の報告を終

わりますが、次に企業会計についてご報告を申し上げたいと思います。 

 まずは、平成２０年度の水道事業会計決算の審査につきまして、ご報告を申し上げた

いと思います。 

  平成２０年度大山町水道事業会計決算書及び関係書類を審査しましたので､その結果

について次のとおり意見を付して報告をいたします。 

 平成２０年度大山町水道事業会計決算審査意見書、まず審査の概要ですが、平成２１

年７月１７日に、下記の決算書及び関係諸帳簿を審査し、予算の執行状況が議決の趣旨

に則し、効率的かつ合理的に行われているか等について検討を加えつつ慎重に審査いた

しました。その結果、決算計数は諸帳簿と合致し計算に誤りはなく、いずれも正確であ

ることを認めました。 

審査しました書類は、平成２０年度大山町水道事業会計決算書、それから平成２０年
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度大山町水道事業会計決算付属書類であります。 

３．収益的収入支出及び利益の状況でありますが、表をご覧いただきたいと思います

が、平成２０年度の収入は、２億２，４９０万８，０００円で平成１８年度から３カ年

の平均では、２億２，５９５万６，０００円で横ばいの状態であります。 

また支出は、平成２０年度は、２億２，４２２万２，０００円で３カ年の平均では、

２億４，３８７万７，０００円であります。 

 差引利益につきましては、平成２０年度は、６８万６，０００円の黒字になっており

ます。なお、３カ年の平均では、１，７９２万１，０００円の赤字ということでありま

す。 

次に資産内容でありますが、固定資産の累計額でありますけれど、６１億１，４１６

万１，１９９円であります。当年度の増加額は、４，２３９万４，０９６円、当年度の

減少したものは、７００万６，０００円であります。償却累計額が、９億７，０６９万

３，１６５円となっております。未償却残高は、５１億４，３４６万８，０３４円であ

ります。 

 ２番目の流動資産の明細でありますが、現金預金が１億３，１５５万１，４３０円、     

未収金が２，７１７万４，７２４円、貯蔵品のたな卸しでありますが、５８１万４，０

０２円であります。 

企業債未償還残高は、１８億８３０万１，３９６円となっております。 

業務内容でありますが、平成２０年度は前年に比べまして、年間総配水量が、６，１７

７立米増えております。それから年間有収水量は、９，２９３立米減っております。有 

収率は、８４．２％で、前年に比べまして、０．８％減っております。 

それから供給単価・給水原価でありますが、平成２０年度供給単価は、１立米当たり

１３４円７２銭、平成２０年度給水原価は、１立米当たり１４８円８１銭となっており

ます。 

最後に結びでありますが、本年度の収益的収支における総収益は、２億２，４９０万

８，８８６円、総費用は、２億２，４２２万２，５３６円で、当年度の純利益は、６８

万６，３５０円となり、前年度繰越欠損金７，６０９万５，４９３円と合わせますと、 

当年度未処理欠損金は、７，５４０万９，１４３円となっております。 

 資本的収支では、収入８，６９４万６０８円に対し、支出１億６，２６３万５，５４

８円となり、資本的収支は７，５６９万４，８５０円不足しますが、過年度分の消費税

資本的収支調整額４２万２１５円と過年度分の損益勘定留保資金７，５２７万４，６３

５円で補填されております。 

水道使用料の未収金は２，７１７万４，７２４円で、前年度に比べ、３７２円微増し

ております。 

平成１９年１２月１４日に、大山町上下水道料金等検討委員会が設置され、平成２０
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年３月２７日には、合併前からの大きな課題でありました３町で異なる水道料金等の改

定に向けて「水道料金については、同一サービス、同一負担の観点から統一する。」と

いう答申が出されております。段階的な措置を講じることになっておりますので、この

答申の趣旨を十分に理解され、適正に履行されたいと思います。 

また、繰越欠損金が年々増加するなど、財政状況の悪化は今後も憂慮されますので、

未収金対策を含め、水道事業会計の安定と健全化に向けた取り組みをより強化されるよ

う意見を付しまして平成２０年度大山町索道事業会計決算審査の意見といたします。 

 続きまして、企業会計の中の索道事業会計決算の意見につきまして、ご報告申し上げ

ます。平成２０年度大山町索道事業会計決算書及び関係書類を審査しましたので､その結

果について次のとおり意見を付して報告いたします。 

平成２０年度大山町索道事業会計決算審査意見書、審査の概要でありますが、平成２

１年７月１７日に、下記の決算書及び関係諸帳簿を審査し、予算の執行状況が議決の趣

旨に則し、効率的かつ合理的に行われているか等について検討を加えつつ慎重に審査い

たしました。その結果、決算計数は諸帳簿と合致し計算に誤りはなく、いずれも正確で

あることを認めました。 

審査しました書類は、平成２０年度大山町索道事業会計決算書類、それから平成２０

年度大山町索道事業会計決算付属書類であります。 

収益的収入支出及び利益の状況でありますが、平成２０年度の１億３，０５５万２，

０００円で前年と比較しますと８０．９％になっております。３カ年の平均では、１億

３，５８２万１，０００円であります。 

また支出につきましては、平成２０年度が、１億３，５８０万１，０００円で、３カ

年の平均では、1 億４，０６９万５，０００円であります。差引利益につきましては、

平成２０年度は、５２４万９千円の赤字となっております。 

４．資産の内容でありますが、固定資産の累計額でありますが、１８億７，７７２万

４，７１７円であります。当年度の増加が４，１９７万８，０００円、当年度の減少は、

３，５００万、償却累計額が、１４億８，７９９万５，２４６円、未償却残高は、          

３億８，９７２万９，４７１円であります。 

２番目の流動資産の明細でありますが、現金預金が７，６９０万８，６１３円、未収

金が９４４万３，２３１円、未収金でありますが、これは乗車券等の精算未収金であり

まして、既に回収されておりまして、問題はありません。企業債未償還残高であります

が、０円になっております。 

企業内容でありますが、索道事業におけます前年度対比は次のとおりであります。特

に稼動日数でみますと、前年が８４日でありましたが、２０年度は６９日で前年度に対

比しまして１５日間減っております。 

最後に結びでありますが、平成２０年度大山町索道事業会計決算は、索道事業で７８



 43 

５万４，２７８円の純利益を生じたが、附帯事業で１，３１０万３，１４３円の純損失

を生じたため、合計では、５２４万８，８６５円の純損失となっております。 

前年度の繰越欠損金５億９，１６５万８，４６８円を加えると、翌年度繰越欠損金は、

５億９，６９０万７，３３３円となっております。 

本年度は、１２月２３日に大山スキー場をオープンされましたが、降雪は少なく、本

格的な営業は１２月２７日からとなっております。年明けから１月中旬までは、大雪で

順調に増え、２メートルを超えております。 

ところが、２月１３日の春一番でゲレンデ状態も一気に悪化し、さらには３月５日の

低気圧通過にともなう強風雨で、積雪はなくなり営業を終了されております。スキー場

開きから、営業終了までの入込者数は、１４万４，０００人と１９年度の１７万人に比

較し２万６，０００人の減少、営業日数も６９日間と、１９年度の８４日に比較し８２．

１パーセント減少しております。 

スキー離れや趣味の多様化などにより、全国的にスキー人口は減少の傾向にあり、さ

らには経済不況や地球温暖化による雪不足が、来客者数減少に追い打ちをかける結果と

なったようであります。 

現在の厳しい経済情勢下では、今後も入り込み客数の急増は望めないと思いますが、

スキー場管理組合を中心に集客施策やグリーンシーズンの活用方策を検討され、収益の

向上と会計の健全化・安定化を図られるよう意見を付して、平成２０年度の大山町索道

決算審査の意見とさせていただきます。以上で決算審査の報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（荒松廣志君） 監査委員さんには、平成２０年度決算審査について、大変お世

話になりました。ありがとうございました。 

 ここで暫時休憩いたします。３５分まで休憩いたします。 

午後３時２３分 休憩 

 ────────────────・───・───────────────── 

午後３時３５分 再開 

日程第２７ 議案第１３１号～日程第３８ 議案第１４２号 

○議長（荒松廣志君） 再開いたします。日程第２７、議案第１３１号 平成２１年度

大山町一般会計補正予算（第３号）から、日程第３８、議案第１４２号 平成２１年度

大山町水道事業会計補正予算（第２号）まで、計１１件を一括議題にします。提案理由

の説明を求めます。町長、森田増範君。 

○町長（森田増範君） ただいまご上程いただきました議案第１３１号 平成２１年度

大山町一般会計補正予算（第３号）について提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、６月に補正の議決をいただきました本年度第１号補正予算の財源として計上

いたしておりました「公共投資臨時交付金」の具体的な内容が先行き不透明なところか
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ら、財源の見直しを行うこととし、国における第１次補正の補助事業に乗れる施策、具

体的には「名和小学校太陽光発電設置事業」や１号補正予算で計上しておりました「中

山支所ペレットボイラー導入事業」を国の補助事業である「地域バイオマス利活用交付

金」の活用をすることとするなど新たな財源により、地域の経済危機を凌ぐための既定

予算の執行を図ることを目指しこのたび議決を求めるものでございます。よろしくお願

い申し上げます。 

補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億９，９

２９万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１４億１，４７２万７，

０００円とするものであります。 

 第１表を歳入からご説明申し上げます。 

第３０款地方特例交付金４６４万５，０００円の減額は、額の確定によるものであり

ます。 

 第３５款地方交付税５，０００万円の増額は、普通交付税の追加であります。 

 第４５款分担金及び負担金は、事業費の２割負担となる「農地有効利用支援整備事業

分担金」７８４万４，０００円の計上であります。 

第５５款国庫支出金は、８，６３８万５，０００円の減額で、増減の主なものは、総

務費国庫補助金で、地域活性化・公共投資臨時交付金２億５，３８２万９，０００円の

減、地域バイオマス利活用交付金２，９６６万２，０００円の新規計上、民生費国庫補

助金で、子育て応援特別手当交付金が事務費も合わせて１，５０６万３，０００円の新

規計上、土木費国庫補助金で、地域活力基盤創造交付金６，９６０万円の追加、長寿命

化修繕計画策定事業費補助金３６５万円の新規計上及び地域住宅交付金３，３９２万１，

０００円の追加、教育費国庫補助金で、安全・安心な学校づくり交付金１，３６３万５，

０００円の追加などであります。 

第６０款県支出金は、１億４，２８０万３，０００円の増額で、主なものは、総務費

県補助金で、住宅用太陽光発電システム導入促進事業費補助金１４０万円の追加、合併

支援交付金１，４７４万６，０００円の追加、農林水産業費県補助金で、次世代鳥取梨

産地育成事業補助金１，３６７万３，０００円、就農条件整備事業費補助金１４３万８，

０００円の追加、新規に「農地有効利用支援整備事業補助金」２，５４９万３，０００

円及び「鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業補助金」８，５１１万５，０００円の計

上などであります。 

第７０款寄附金２０万円の増額は、保育所図書購入への寄附金であります。 

第８０款繰越金は３，８６３万７，０００円の増額で、財源調整をいたしております。 

 第８５款諸収入８４万円の増額は、大山口駅に展示しておりました蒸気機関車の販売

代金を予定しております。 

第９０款町債は１億５，０００万円の増額で、主なものとして、総務債で中山支所空
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調システム改修事業に合併特例債２，８１０万円、土木債では、６月補正予算に計上し

た町営住宅建設事業の財源として６，４００万円の起債、道路関係では、辺地対策事業

債、一般単独事業債及び国の予算等貸付金債で、合わせて３，２７０万円の起債を見込

んでおります。 

教育債では、名和小学校太陽光発電設置事業の財源として２，１００万円を見込んで

おります。 

 次に歳出につきまして、人件費を除いたところのご説明を申し上げます。 

 第５款議会費は３７万２，０００円の増額であります。 

第１０款総務費は８１３万６，０００円の減額で、主なものは、総務管理費の企画費

で、住民自治組織育成支援のための経費２１万５，０００円、国際交流事業人材育成事

業補助金、太陽光発電導入促進事業補助金の追加、支所費で、大山口駅蒸気機関車の解

体費用及び跡地の駐車場整備工事費、公共交通対策費で、公共交通あり方検討経費、徴

税費では、町税等更正還付金の追加などをいたしております。 

第１５款民生費は１，４２８万９，０００円の増額で、主なものは、社会福祉費の老

人福祉費で、後期高齢者医療費療養給付費負担金３６６万６，０００円の追加、児童福

祉費の児童福祉総務費では、国の施策による第１子からの「子育て応援特別手当」１，

４７６万円の計上などであります。 

第２０款衛生費は、１，２００万７，０００円の増額で、主なものは、上水道費で、

簡易水道事業特別会計繰出金２００万８，０００円であります。 

第３０款農林水産業費は１億４，７０６万円の増額で、主なものは、農業費の農業振

興費で、就農条件整備事業費補助金、次世代鳥取梨産地育成事業補助金の追加、農地費

では、土地改良区関係で主に農地保全を図るための「農地有効利用支援整備事業」の新

規計上、農道維持補修費の追加、林業費の林業振興費では、鳥取県産材の活用を図る目

的での「鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業補助金」の計上、この補助金を活用され

るのは、町内のふたつの団体の予定であります。 

第３５款商工費は、２，４２３万２，０００円の増額で、主なものは、観光費で、韓

国人登山客に対応するための観光案内業務委託料の追加や既設観光案内版の修理及び案

内看板の新設経費を追加いたしております。 

第４０款土木費は３，６２４万７，０００円の増額で、主なものは、道路橋梁費の道

路新設改良費３，３２６万１，０００円の追加をいたしております。６月の補正予算で、

財源として「地域活性化・公共投資臨時交付金」を充てていた路線について見込みが立

ちませんので、財源を「地域活力基盤総合交付金」や起債事業である「地方特定道路整

備事業」として組み替えるとともに、辺地対策事業債を活用する事業の追加をいたして

おります。 

 また、住宅費の住宅管理費では上福団地のシロアリ駆除費を計上し、住宅建設費でも、
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「地域活性化・公共投資臨時交付金」の見込が現時点で立たないため、財源として、地

域住宅交付金の活用と公営住宅建設事業債に振り替えすることといたしております。 

 第４５款消防費は１，０８８万１，０００円の増額で、主なものとして、平成２２年

４月から大山地区に役場消防団を設置することを想定し、小型動力ポンプ搭載の消防車

を購入することとしております。 

教育費は６，２３４万２，０００円の増額で、主なものは、小学校費の施設整備費で、

国の第１次補正予算を受け、地球温暖化防止対策の一環として名和小学校に太陽光発電

設備を整備することとし、関連予算約３，４７０万円を計上、また、社会教育費の文化

財費では、町内開発経費の追加と登録文化財修理補助金の追加をいたしております。 

 最後に人件費の補正でありますが、明細書３６～３７ページにありますように、特別

職分が６６５万円の減、一般職分は６２４万３，０００円の増であります。一般職につ

いては、共済組合の負担率が引き上げとなったための増であります。以上で、議案第１

３１号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして、議案第１３２号 平成２１年度大山町土地取得特別会計補正予算（第１

号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、昨年度から着手いたしております所子工業団地の造成事業関連で、造成地か

ら県道大山口大山停車場線までの間について、町道新設と併せ、上下水道管の敷設を実

施し、企業誘致に向けた工業団地の整備を目指す予算の補正の議決を求めるもので、既

定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，５２０万円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ２，５８６万円とするものでございます。 

 補正内容について歳入から説明します。 

第１０款繰入金２，５１９万３，０００円は、土地開発基金からの繰入金であります。 

第１５款繰越金７，０００円は、前年度の額の確定により追加するものであります。 

次に歳出について説明します。 

第５款事業費、２，５２０万円は、第５項土地開発事業費で、公共下水道認可変更業

務委託料２２０万円と上水道及び下水道管敷設工事費の２，３００万円を補正するもの

でございます。以上で議案第１３２号の提案理由の説明を終わります。 

議案第１３３号 平成２１年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、提案理由のご説明をいたします。 

 本案の主な補正内容は、大山地区簡易水道が完全町管理になったことに伴い各集落所

有の水源・配水池用地を取得するための費用を追加するものであります。 

 既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ２００万７，０００円を追加し、歳入歳出

それぞれ８８７万８，０００円とするものであります。 

 補正内容について歳入からご説明いたします。 

第２０款繰入金２００万８，０００円の増額は、不足する財源を一般会計からの繰入
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金で補填するものでございます。  

第２５款繰越金１，０００円の減額は前年度決算の結果による減額であります。 

 次に歳出についてご説明を申し上げします。 

第５款総務費第５項維持管理費２００万７，０００円増額の主なものは、公用車燃料

納付書の印刷製本費に１２万３，０００円、水源・配水池用地の分筆登記、豊房地区水

道電算システム登録委託料等で８３万３，０００円、公有財産購入費の赤松・豊房・佐

摩簡易水道の水道水源・配水池用地約２，０００平方メートルを購入するのに必要な費

用１０３万１千円を追加するものであります。これで、議案第１３３号の提案理由の説

明を終わります。 

 続きまして議案第１３４号 平成２１年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

のご説明を申し上げます。 

 本案は、国民健康保険条例の一部改正についての中で説明いたしましたとおり、緊急

の少子化対策として平成２１年１０月１日から平成２２年度末までの暫定措置として出

産育児一時金が全国一律に４万円引き上げられたことによる財源不足が見込まれること、 

また過年度分の精算による超過分増などにより歳入歳出予算の過不足を調整するもので

ございます。 

 既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ７８５万５，０００円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ２１億９，４９９万２，０００円とするものであります。 

歳入から説明申し上げます。 

 第１５款国庫支出金、２６万円の増は、出産育児一時金一人当たり４万円引き上げ分

の１/２が補助金として増になるものであります。 

 第５０款繰入金８８万６，０００円の増は、一般会計繰入金の職員人件費等、及び出

産育児一時金の増額であります。 

 第５５款繰越金は６７０万９，０００円の増額であります。 

 次に歳出について説明申し上げます。 

第５款総務費７１万２，０００円の増は、職員人件費、通信運搬費の増が主なもので

ございます。 

第１０款保険給付費５２万３，０００円の増は、出産育児一時金の不足額等を増額す

るものでございます。 

第５５款諸支出金６６２万円の増は、実績による過年度超過分償還金の増及び新設さ

れました高額療養費特別支給金の増であります。以上で議案第１３４号の提案理由の説

明を終わります。 

続きまして議案第１３５号 平成２１年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由の説明をいたします。 

本案は、人事異動に伴う職員人件費の組み替えと人事院勧告に基づく医師の初任給調



 48 

整手当の見直しによるもので、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３０万

円を増額して、歳入歳出の総額をそれぞれ４億４，８８６万６，０００円とするもので

ございます。 

歳入から説明を申し上げます。 

第３５款前年度からの繰越金を１３０万円増額するものでございます。 

次に歳出について説明を申し上げます。 

第５款総務費１３０万円の増額は、大山診療所の医師の退職及び放射線技師の採用に

よる給料、職員手当、賃金等の組み替えと診療所の医師に対する初任給調整手当の増額

によるものでございます。 

以上で議案第１３５号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１３６号 平成２１年度大山町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）のご説明を申し上げます。 

本案は、平成２０年分の所得税・住民税申告により７月に保険料の本算定を実施した

ことで、今年度中の保険料等の見込額に変更が生じましたので、歳入歳出予算を調整す

るものでございます。 

既定の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４３４万４，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，２１９万４，０００円とするものであり

ます。 

歳入からご説明申し上げます。              

第５款保険料４３７万７，０００円の減額は、保険料の本算定による４５２万６，０

００円の減と実績による過年度分普通徴収保険料１４万９，０００円の増を合計したも

のでございます。 

第２５款繰越金は３万３，０００円の増額であります。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 第５款総務費３万３，０００円は、消耗品でございます。 

第１０款後期高齢者医療納付金４７９万８，０００円の減は、保険料の本算定による

減額でございます。 

第１５款諸支出金４２万１，０００円の増は、実績による前年度分の保険料還付金を

計上しております。 

以上で議案第１３６号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１３７号 平成２１年度大山町老人保険特別会計補正予算（第１号）

のご説明を申し上げます。 

本案は、今年度中の老人医療費の見込み額に変更が生じましたので、歳入歳出予算を

調整するものでございます。 

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２７万７，０００円を追加し、歳入
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歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７９万５，０００円とするものであります。 

歳入からご説明申し上げます。 

第５款支払い基金交付金２２万７，０００円の増は、前年度医療費の実績による交付

金であります。 

第１０款国庫支出金５万１，０００円の増は、前年度医療費の実績による国の負担金

であります。 

第２５款繰越金１，０００円の減は、前年度決算によるものであります。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。 

第１０款諸支出金２７万７，０００円の増は、実績報告による前年度分事務費及び県

補助金の返還金であります。 

以上で議案第１３７号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１３８号 平成２１年度大山町介護保険特別会計補正予算（第１号）

の認定についてのご説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ３，４７７万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１８億１，８０８万９，０００円とするものであります。 

歳入から説明を申し上げます。 

第２５款県支出金５２５万円の増は、先進的事業整備事業支援特例交付金の減、地域

密着型サービス事業整備に係る地域介護・福祉空間整備交付金の増によるものでござい

ます。 

 第３０款繰入金３５２万４，０００円の減は、共済負担金の改定等による増、地域支

援事業に係る人件費の減に伴い、当該経費の一般会計からの繰入れを減額するものです。 

第３５款繰越金は、３，２９１万７，０００円の増額でございます。  

 次に歳出について説明申し上げます。 

第５款総務費６０７万円の増は、共済負担金の改定等による増、先進的事業整備事業

支援交付金の活用を予定した交流施設の建設が他の交付金事業を活用することとなり、

本予算における交付金を減額し、今年度計画しております地域密着型サービス事業所の

開設に伴う地域介護・福祉空間整備交付金を計上したことによるものです。 

第１５款地域支援事業費４２１万４，０００円の減は、主に職員人件費の減額による

ものであります。 

第３０款諸支出金３，２９１万７，０００円の増は、主に平成２０年度に国・県より

の介護給付費負担金の概算払額を実績額が下回ったため、その差額を返還するものであ

ります。  

これで、議案第１３８号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１３９号 平成２１年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について、提案理由のご説明をいたします。 
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 本案の主な補正内容は、鳥取県市町村職員共済組合負担金の負担率増によって不足す

る共済費等を追加するものでございます。 

 既定の歳入歳出の総額にそれぞれ５６万円を追加し、歳入歳出それぞれ５億４，１２

９万２，０００円とするものでございます。 

 補正内容について歳入からご説明を申し上げます。 

第５款分担金及び負担金５０万８，０００円の増額は、加入申込みの増によるもので

ございます。 

第２５款繰越金５万２，０００円の増額は、平成２０年度決算に伴い繰越額の確定に

よるものでございます。 

 次に歳出についてご説明を申し上げます。 

第５款事業費第５項総務管理費５６万円の増額は、職員手当等４５万円及び鳥取県市

町村職員共済組合負担金を１１万円を追加するものでございます。 

これで、議案第１３９号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１４０号 平成２１年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第

1 号）について、ご説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０４万６，０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ８，１７２万４，０００円とするものであります。  

補正の内容につきまして歳入から説明を申し上げます。 

第２０款繰越金１９４万１，０００円の増額は、前年度繰越金の確定によるものでご

ざいます。 

 第２５款諸収入１０万５，０００円の増額は、風向計の破損に伴う町村有物件災害共

済金でございます。 

次に歳出について説明申し上げます。 

 第５款総務費２０４万６，０００円の増額は、風力発電施設及び付帯施設の修繕費５

４万６，０００円と風力発電基金積立金１５０万円でございます。 

以上で、議案第１４０号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１４１号 平成２１年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第２号）

について、提案理由のご説明をいたします。 

本案は、温泉館の浴室照明器具点灯不良及び機械室の配管仕切り弁の破損により、機

器の取替えが必要となったために提案するものであります。 

この補正予算（第２号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９２万

４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９，８７６万円とするものです。 

次に、第１表を歳入からご説明申し上げます。 

第１０款繰入金は、９２万円の増額で、一般会計からの繰入であります。 

第１５款繰越金は、４，０００円の増額で前年度繰越金です。 
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 次に歳出につきましてご説明申し上げます。 

温泉館費は、９２万４，０００円の増額で、照明器具、配管の修繕料を計上いたして

おります。 

以上で、議案第１４１号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１４２号 平成２１年度大山町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案の主な補正内容は、名和地区簡易水道の旧奈和配水池施設用地が個人所有である

ことが判明し、また接続する一部水道管が老朽化した石綿管で破損の恐れがあるため、

早急に改修計画を策定する必要があり委託料を補正するものでございます。 

 まず、収益的収入及び支出の支出、第１款水道事業費用４９万円の増額は、鳥取県市

町村職員共済組合負担金の負担率増によるものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の支出、第１項建設改良費３１５万円の増額は、名和地区

簡易水道、旧奈和配水池配水管布設替え、進入路等設計業務委託料を増額するものでご

あいます。 

 これで、議案第１４２号の提案理由の説明を終わります。以上、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第３９ 議案第１４３号～日程第４０ 議案第１４４号 

○議長（荒松廣志君） 日程第３９、議案第１４３号 大山町退休寺・高橋辺地に係る

総合整備計画の策定についてから、日程第４０、議案第１４４号 大山町大山辺地に係

る総合整備計画の策定についてまで、計２件を一括議題にします。提案理由の説明を求

めます。町長、森田増範君。 

○町長（森田増範君）  上程いただきました議案第１４３号 大山町退休寺・高橋辺

地に係る総合整備計画の策定について提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、町道退休寺線を整備し、支障をきたしております大型バスの走行や除雪作業

を容易にし、観光道路として交通利便の向上を図るため、大山町退休寺・高橋辺地に係

る総合整備計画を策定するものでございます。 

この事業の計画期間は、平成２１年度から平成２４年度までの４年間とし、延長７０

０メートルの測量設計費、用地買収費、補償費、工事費等の事業費は、１億５，０００

万円で、その財源は辺地対策事業債１億４，９９０万円を充当する予定でございます。 

以上で、議案第１４３号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１４４号 大山町大山辺地に係る総合整備計画の策定について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、大山アルペンライン地区において、街なみ環境整備事業を実施し、大山辺地

全体の景観を向上させ、賑わいのある地域を復活させるため、大山町大山辺地に係る総
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合整備計画を策定するものでございます。 

この事業の計画期間は、平成２１年度から平成２８年度までの８年間とし、道路の美

装化、小公園の整備、案内板の整備、街路灯の設置等の街なみ環境整備の事業費は、３

億５，６６０万円で、その内訳は特定財源として国庫補助金１億６，０８０万円と一般

財源１億９，５８０万円であります。なお一般財源のうち１億１，０３０万円を辺地対

策事業債で充当する予定でございます。 

 以上で、議案第１４４号の提案理由の説明を終わります。以上どうぞよろしくご審議

のほどお願い申し上げます。 

 ────────────────・───・───────────────── 

日程第４１ 行政視察調査の報告について 

○議長（荒松廣志君） 日程第４１、行政視察調査の報告についてを議題にいたします。

さる７月２７日から７月２９日まで、議員１７人が、石川県・富山県の農産物加工処理

施設、中山間地域活性化の方策、伝統的建造物群の保存等について、行政視察調査を行

いましたので、この件について報告を求めます。議会運営委員長 足立敏雄君。 

○議会運営委員長（足立敏雄君） はい、議長。行政視研修報告書、大山町議会議長 荒

松廣志殿。議会運営委員会委員長 足立敏雄。 

行政視察調査を下記の通り実施し、調査研修しましたので、その要旨を報告いたしま

す。 

 １．調査地 石川県川北町 株式会社セイツー、もう１箇所は、石川県羽咋市 農業

法人株式会社 神子の里、２．目的といたしましては、「恵みの里構想」の核である農

産物加工施設の運営をどのような観点から押し進めるか。２点目が、限界集落から脱却

させた市役所の取り組みを参考にして本町が取り組もうとしている地域自治組織の在り

方を考える。以上の２点でございます。３．調査期間は、平成２１年７月２７日～２９

日までの３日間でした。４．行政視察調査の概要、株式会社セイツー、これは、昭和５

７年株式会社石川青通として創業。昭和６０年カット野菜事業開始、６２年鶴来町にカ

ット野菜工場新設、平成１７年前現在地に新工場を建設した。創業時からの考え方が、

「日本農業を元気にする」これを守り、輸入野菜は使用しない。北海道から沖縄まで全

国に契約農家を持ち、スーパー、これも３０％やそれから外食産業、ここに３５％に提

供している。カット野菜３５％は給食施設などに供給している。 

土づくりから元気な野菜が生まれるという考えから農業大学と連携をして２７項目の

土壌分析を実施し、肥料・農薬の使用量を適正化している。品質管理は毎日試食チェッ

クをして産地にフィードバックしている。例として、キャベツ 1 玉当たりの重量を上げ

て通常４．５～５トンの収量を５．５～６トンに増量する。契約農家の最低保証価格は

米価を下回らない反当り２５万円としている。人件費は、夫婦での年収を８００万円と

仮定して、時給１，８１８円を算出。カット野菜工場では殺菌効果やビタミン損失を防
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ぎ野菜を美味しく仕上げる高温スチーム加工機（ＳＨ）を国内で初めて導入しており工

場から出る野菜残査は耕畜連携して堆肥と一緒にペレット化し契約農家に安価で提供し

ている。 

社長はカット機械ばかりではなく人の手でカットするお母さんの心、まな板と包丁の心

の大切さを重要視しておられた。 

 続いて羽咋市の農業法人株式会社神子の里についてでございます。神子原地区３集落

は高齢化・離村率の高い村であったが、この現状を打破するため市は平成１７年２名の

職員を配置した。 

当初予算は事務費６０万円であったが様々な補助金制度を活用し、平成２０年度は０

円で事業を行った。担当者は、集落を人と例えて、再生機能を活用し傷を治すためには

新しい血液を循環させる、集落を元気にするには何か新しい物を作り出すことと、色々

な事を仕掛けていた。 

取り組みとしては、農家と農地をセットにし「空き農家・農地情報バンク」を設け、

石川県以外から 11 家族が入村、また、大学生が村で研修、宿泊できるように「烏帽子親

農家制度」を新設して年２回、夏と冬に受け入れている。農産物はスケールの大きな取

り組みによりブランド化に成功。東京のセレブに地元産の米を高価で限定販売する。ま

た、その米を使ったお酒も高値で販売するなど、自分たちで育てた農産物・加工品を自

由に価格設定できるようにしている。その結果、農家所得は向上し、年間売り上げは６，

８００万円にも上る。また、１個８０円のカボチャを 1 万円に換えるアイデアを行動に

移した「農家レストラン」は年間１，０００万円以上売り上げている。 

 過疎にあえぐ村に希望を与えＩＪＵターンによって人口も増加し、高齢化率に歯止め

がかかった。二人の職員の知恵、行動力、住民をその気にさせる努力と地域の力とが重

なり合い、輝きを増した神子原地区を目の当たりにした。 

６として総括、株式会社セイツーにおいては、高品質野菜を提唱し、おいしい野菜、

栄養と安全・安心を消費者に提供するための様々な取り組みを説明いただき、先進的な

加工所運営を視察調査した。大山町が計画している加工所計画の策定に対し大きく影響

を与える視察であったと感じております。 

また、羽咋市においては、限界集落であった地区を再生する様々な取り組みを説明い

ただいた。多くの独自のアイデアから、とにかく実行すること。次から次へと策を打っ

て解決の糸口をみいだす積極性と取り組みを進めるスピード感には圧倒された。お金を

かけなくても町を復活できるという取り組みに非常に影響を受けた。 

今回視察を行った２地区は、今後の大山町の取り組みに対し大いに参考となり、影響を

与えるものであったと感じる。有益な取り組みはしっかりと取り入れ、行動、実行し町

の発展に結び付けたい。以上のような形で、非常にいい視察ではなかったかというふう

に思っています。以上です。 
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○議長（荒松廣志君）  ただいまの議会運営委員長からの行政視察調査報告に対して、

質疑があれば受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（荒松廣志君） 質疑なしと認めます。これで、行政視察調査の報告を終わりま

す。 

 ────────────────・───・───────────────── 

散会報告 

○議長（荒松廣志君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

次会は、明日、９日に会議を開きますので、９時３０分までに本議場に集合してくだ

さい。本日は、これで散会します。ご苦労さんでございました。 

 ────────────────・───・───────────────── 

午後４時２８分 散会 

 

 


